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ごあいさつ

本町では、平成 13 年度を初年度とする大多喜町新総合計画に基づき、町民福祉のより一層の

向上を図るために、町民の皆様と行政とが一体となり様々な施策に取り組んでまいりました。

この間、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しており、特に少子高齢化に伴う人口減少

や人口構造の変化は、まちの活力を維持していくために早急に対応すべき問題となっています。

こうした状況の中、本町の課題を捉え直し、今日の社会に対応したまちづくりを計画的に進める

ため、今後 10 年間の町政運営やまちづくりの基本的かつ総合的な指針となる「大多喜町第 3 次

総合計画」を策定いたしました。

この計画では、これまでのまちづくりの蓄積を活かし、「みんなが主役。よろこびのまちの創生」

を基本理念として、将来像である「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」の実現に

向けた施策を推進していきます。町民の皆様と力を合わせ、将来にわたって持続可能なまちづくり

に全力で取り組んでまいりますので、なお一層のご支援、ご協力をお願いいたします。

最後に、この計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提案をいただきました町民の皆様を始め、

熱心にご審議をいただきました大多喜町総合開発審議会委員及び町議会議員の皆様並びに関係

各位のご協力に対し、心から感謝申し上げます。

平成 28 年 3 月

大多喜町長　飯島　勝美
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町民憲章

私たちは、豊かな自然と歴史に恵まれた大多喜町の発展と人々の幸せに願いを込めて、町民憲章を定め

ます。（平成 23 年 3 月 8 日制定）

1 自然を守り、郷土を愛し、笑顔あふれるまちをつくります。

2 健康で楽しく働き、安心安全で活力あふれるまちをつくります。

3 伝統を尊び、教養を高め、文化の香り高いまちをつくります。

4 ふれあいと思いやりを大切にし、温かいまちをつくります。

5 いつも平和を願い、夢と希望のあるまちをつくります。

町  章

昭和 33 年 1 月 15 日に制定されて以来、町民に親しまれてきた町章は、五か町村の和（輪）が大きな

広がりを持ち、五足の星が大きな輝きになるという願いを込めた表現がされています。 
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Ⅰ. 計画策定の趣旨

本町では、平成 13 年度から平成 27 年度までの 15 年間を計画期間とする「大多喜町新総合計画」に

基づき、「城と緑とやさしさに彩られた 生命（いのち）輝くよろこびのまち・大多喜」を将来像としてま

ちづくりを進めてきました。

その間、少子高齢化による人口の減少、地球規模での環境問題の深刻化、情報通信技術の目覚ましい

発展、国際化の進展など、本町を取り巻く情勢は大きく変化しています。また、地方分権が進むにつれて、

市町村が担う業務は多様化し、行政需要は年々増大しています。

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めて

いくことが、行政には求められています。

そこで、平成 27 年度をもって終了する現総合計画に代わり、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年

間のまちづくりの指針として、「大多喜町第 3 次総合計画」を策定します。
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基本構想

基本計画

実施計画

Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34 年度 Ｈ35年度 Ｈ36 年度 Ｈ37年度

基本構想（１０年）

後期基本計画（５年）前期基本計画（５年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

Ⅱ. 計画の構成と期間

1. 計画の構成

総合計画は、本町におけるまちづくりの最上位の計画であり、まちづくりに関する施策は全てこの総合計

画に基づき行われます。

第 3 次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」から構成するものとします。

⑴ 基本構想

目標年次までの展望と課題を踏まえ、町の目指す

「将来像」を明確にし、これを実現するための施策

の大綱を定めるものです。

⑵ 基本計画

基本構想を受けて、その目的を達成するために施

策を部門別に体系化し、具体的内容を示すものです。

⑶ 実施計画

基本計画に基づき、個別施策・事業の実施につい

て年次ごとに位置づけるもので、政策的予算編成の

基礎となるものです。

2. 計画の期間

第 3 次総合計画の期間は 10 年間とし、「基本構想」は平成 28（2016）年度から平成 37（2025）年度ま

での 10 年間、「基本計画」は基本構想の前期 5 か年、後期 5 か年をそれぞれ前期基本計画期間、後期基

本計画期間とします。



総
合
計
画

4

Ⅲ. 町の現状

1. 地　勢

本町は、千葉県房総半島のほぼ中央に位置し、東西約 12km、南北約 19km、総面積 129.87㎢と千葉県

の町村で最も広大な面積を有し、森林が総面積の約 7 割を占めています。

水と緑に囲まれた豊かな自然が織りなす四季折々の景観と大多喜城のもとに栄えた城下町としての歩み

を色濃く残す歴史ある町です。

また、東京から 60km 圏、千葉市から 47km の距離にあり、富津市から君津市・養老渓谷を経ていすみ

市に至る国道 465 号と市原市を経由し、本町及び勝浦市に至る国道 297 号が町の中心部で交差しているほ

か、JR 外房線大原駅と上総中野駅を結ぶいすみ鉄道が町の中央部を走っています。平成 25 年には首都圏

中央連絡自動車道・市原鶴舞インターチェンジの供用が開始されるなど道路網の整備により、神奈川県・

東京都からの交通アクセスも向上しています。

千葉市

東京駅
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2. 沿　革

本町の歴史は古く、町内には先土器時代や縄文時代の遺跡をはじめ、多数の文化財があり、天正 18

年（1590 年）徳川家康の関東入国を契機に徳川四天王の一人、本多忠勝が近世大多喜城を築城し、以後

300 年にわたり上総文化の中心地となりましたが、明治 4 年に廃藩となり、後に大多喜県、木更津県、千

葉県へと行政圏が移行していきました。明治 22 年大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村及び老川村が生まれ、

昭和 29 年 10 月 5 日これら 5 か町村が町村合併促進法によって合併し、現在の大多喜町が誕生しました。

◆主な出来事

昭和 29 年 大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村、老川村が合併し、新生大多喜町誕生

昭和 34 年 役場新庁舎（現中庁舎）竣工

昭和 45 年 集中豪雨災害（激甚災害指定）

昭和 50 年 県立総南博物館開館、第1回お城まつり

昭和 53 年 メキシコ・クエルナバカ市と姉妹都市締結

昭和 56 年 大多喜バイパス開通（横山~三又間）

昭和 63 年 いすみ鉄道第 3セクターで開業

平成 2 年 広域常備消防業務開始

平成 5 年 有線放送業務廃止、オフトーク通信開局

平成12 年 たけゆらの里おおたきが道の駅として認定

平成 20 年 オフトーク放送終了、大多喜町防災行政無線運用開始

平成 23 年 町民憲章が定まる

平成 25 年 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）市原鶴舞インターチェンジ供用開始

平成 25 年 役場中庁舎がユネスコ・バンコクのアジア太平洋文化遺産保全賞を受賞
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3. 人口推移

本町の人口は、ピークであった昭和 22 年には 20,431人、合併当時の昭和 29 年には18,379人でありましたが、

その後、都市部への若年層の流出と出生率の低迷により減少傾向が続いており、平成 22 年の人口は 10,671

人となっています。

人口構成をみると、若年層が減少し、高齢者層が増加しています。昭和 55 年に 16.0% であった 65 歳以上

の人口は、平成 22 年には 33.8% に達しており、高齢化が急速に進んでいます。

20,431
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資料：国勢調査資料:国勢調査

資料:国勢調査
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4. 特　性

本町における今後のまちづくりに生かすべき代表的な特性をまとめると次のとおりです。

本町は、東京から 60㎞圏、県都千葉市から 47㎞の距離にあり、国道 297 号と 465 号が町の中心部で交わり、

全域に県道、町道が整備され、公共交通機関として町の中心をいすみ鉄道が走るなど、高い交通拠点性を誇っ

ています。

首都圏中央連絡自動車道・市原鶴舞インターチェンジの供用開始により、広域からの交通アクセスも飛躍

的に向上しており、今後、人・モノ・情報等の交流、企業誘致といった発展の可能性が高いまちです。

本町は、比較的都心に近いにもかかわらず、森林が町の総面積の約 7 割を占める緑に包まれたまちです。

町内には夷隅川や養老川が流れ、水辺空間にも恵まれており、特に県立自然公園に指定された養老渓谷は、

景勝地として広く知られています。

まちづくりアンケートでは「自然が豊かで環境が良い」点が住み続けたい理由として上位にあげられており、

豊かな自然は住民の郷土愛を育んでいます。

また、自然の失われた都市部において本町の自然は、観光客を呼び寄せる地域資源となっており、まちに

にぎわいをもたらしています。

 広域交通網の整備による発展が期待されるまち特性 
➊

 豊かな自然に抱かれたまち特性 
➋
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本町は、大多喜城を有し、城下町としての長い歴史や文化に育まれた「房総一の城下町」です。まちづく

りアンケートにおいて「お城まつり」や「大多喜城」は、町の誇りや大切にしたいものとして高く評価されて

いるのに加え、本町独自の貴重な歴史・文化資産を次代に継承するための様々な取り組みが住民を中心に展

開されています。

本町には、県の夷隅地域振興事務所や県立高校、大学といった、周辺の自治体にはない施設が立地して

います。これらの施設や町内の商業施設、工場等には、町外からも多くの従業者を受け入れており、本町

は夷隅地域の中心地としての拠点性を有しています。

また、本町は、大多喜城に代表される歴史的な町並み、養老渓谷・温泉郷、道の駅たけゆらの里おおた

き、ゴルフ場といった様々な観光資源やレジャー施設を有していることから、これらを目的に本町を訪れる

人も少なくありません。

 歴史や文化の薫り高いまち特性 
➌

 町外から人を集めるまち特性 
➍

資料：国勢調査
※昼間人口比率＝昼間人口 / 夜間人口（定住人口）
100％以上の場合、昼間に人を集めている「拠点性があるまち」だといえる。
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大多喜町 勝浦市 いすみ市 御宿町 一宮町 睦沢町 長南町 長柄町

大多喜町及び周辺自治体の昼間人口比率（平成 22年）

資料:国勢調査
※ 昼間人口比率=昼間人口/夜間人口（定住人口）

100%以上の場合、昼間に人を集めている「拠点
性があるまち」だといえる。

大多喜町及び周辺自治体の昼間人口比率（平成22 年）
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本町では、まちづくりアンケートにおいて、町への愛着

を感じている割合が 8 割弱となっており、城下町としての

長い歴史や豊かな自然環境の下、人情味と郷土愛にあふ

れた町民性が息づいています。

地域住民が幸せに暮らせる社会を実現するため、町民

との協働による地域福祉活動、ボランティア活動、環境

保全活動、交流活動なども幅広く展開されています。

本町は、県内自治体の中では交通事故や犯罪、火災が少ない、安全・安心なまちです。

町内 2 か所の公立保育園では待機児童がなく、延長保育、休日保育などの保育サービスも充実している

ほか、中学生までの医療費助成制度も設けられています。豊かな自然環境も兼ね備え、都市部では得られ

にくい恵まれた教育環境を有しており、安心して子どもを産み育てられるまちです。

 人情味と郷土愛にあふれたまち特性 
➎

 安全・安心に子育てができるまち特性 
➏

とても愛着を
感じている
36.3%

どちらかと
いうと愛着を
感じている
40.3%

無回答
7.4%

あまり愛着を
感じていない
13.4%

愛着を感じていない
2.6%
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Ⅳ. 時代の潮流

今後のまちづくりを進めていく上で、留意すべき時代の潮流について整理します。

1. 人口構成の変化

2. 意識の変化

① 少子化と人口減少

・ 我が国の人口は、少子化を背景に平成 20 年をピークとして減少局面にあ
ります。未婚化、晩婚化などを背景に出生数は低水準で推移していること
から、今後この傾向は更に強まることが予想されます。

・ 人口の減少は、「消費の減退（需要力の低下）」と、「労働力の減少」といっ
た現象をもたらし、地域経済の活力を衰退させる要因となる懸念があり
ます。

③ 価値観・社会的
 ニーズの多様化

・ 人々の価値観が「物質的な豊かさ」から「心の豊かさ」を重視する方向に
変化する中、個々の価値観に基づき行動する傾向が強まっています。一方、
地域活動の希薄化やコミュニティの衰退が懸念されています。

・ 社会の成熟化に伴い、価値観・社会的ニーズが多様化する中、仕事と生活
の調和への支援、社会貢献活動への町民参加の促進などが求められてい
ます。

②高齢化の更なる進行

・ 少子化や平均寿命の伸長を背景として、平成 2 年に 12.1% であった我が国
の高齢化率は、平成 22 年には 23.0% にまで達しており、今後も上昇が続
く見通しとなっています。

・ 少子高齢化による人口構成の変化は、経済活力の低下や地域活動の担い
手不足などとともに、医療・福祉・介護といった社会保障の負担増への影
響が懸念されます。

④ 安全・安心に対する
意識の高まり

・ 東日本大震災の発生以降、自然災害に対する防災意識や地域での防災機
能の充実などに対する必要性が高まっています。

・ 防災・防犯のみならず、新型の感染症、食の安全への不安なども高まって
おり、住民・自治体・企業等が一体となった総合的危機管理体制が求めら
れています。
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3. 外部環境の変化

4. 自治体運営

⑤ グローバル化の進展

・ 新興国の高い経済成長、交通・通信手段の高度化などを背景に経済活動、
日常生活でグローバル化が進展しています。

・ 生産拠点の海外移転による産業空洞化が懸念される一方で、人口増加と
高い経済成長が続くアジアとの経済活動機会獲得や、訪日外国人誘致な
どが求められています。

⑧ 地方分権・地域主権

・ 社会が多様化し、地域の課題が複雑化する中、自らの地域のことを自ら
の意思と責任で決定できるように、地方への権限移譲が進んでいくことが
予想されます。

・ 自治体では、それぞれの地域の実態に即した、より効果的な政策立案能
力とそれを実行できる体制が求められています。

⑥ 情報化の進展

・ 情報通信技術の目覚ましい発展により、日常生活でもインターネットの活
用が進み、情報取得や交流機会の増加、電子商取引の拡大など、情報化
により生活利便性が向上しています。

・ 一方、情報格差の発生、ネットを介した犯罪の増加、運用コストの増加と
いった問題も顕在化しています。

⑦ 地球規模での
 環境問題

・ 地球温暖化対策としての温室効果ガスの削減、生物多様性の保護といっ
た環境対策は、喫緊の課題となっています。

・  環境負荷の少ない社会形成に向け、住民、事業者、行政が環境に対する
意識を高め、それぞれが主体的に行動することが求められています。
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Ⅴ. 町民の意向

町民の現状における生活意識や、町民が感じている問題点、町の取り組みへの評価などをお伺いする「大

多喜町まちづくりアンケート調査」（以下「まちづくりアンケート」という）を実施しました。

1. 町の取り組みの満足度・重要度

まちづくりアンケートでは、住民にとって重要度が高い項目は「健康・福祉分野」、「生活基盤分野」、「生

活環境分野」、「定住促進分野」の 4 つの分野に多く、このうち「生活環境分野」と「定住促進分野」に属

する項目のほとんどは住民の満足度が低くなっています。

◆町の取り組みの満足度と重要度の比較

道路整備

交通の便

交通安全・消防

水道施設下水道施設

ごみ処理
自然保護

山林整備

有害鳥獣対策

不法投棄

いこいの場

保健・医療体制

福祉施策

子育て支援

小中学校
教育内容・施設

青少年育成

生涯学習・
芸術文化振興

ｽﾎﾟー ﾂ振興

国際・地域間交流

若者定住化
住宅施策

結婚対策

U・Iﾀ ﾝー

空家・空農地活用
農業振興

林業振興

工業振興

商業振興

観光開発

中心市街地

景観づくり

ｺﾐｭﾆﾃｨ施設・地域活動

広報・町民参加

地域情報化
市町村連携

男女共同参画

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

-0.80
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[ 満足度 ]

満足

満足度平均値
-0.01

Ａ：満足度低
重要度高

Ｂ：満足度高
重要度高

Ｃ：満足度低
重要度低

Ｄ：満足度高
重要度低

重要度平均値
0.77

[重要度]

重
要

 ▲：生活基盤分野 ◆：定住促進分野

 ●：生活環境分野 ■：産業・経済分野

     ：健康・福祉分野＊：行政経営
・地域自治分野

○

＊

＊＊

＊＊

□：教育・文化分野



第
1
編
　
序 

論

第
2
編
　
基
本
構
想

第
3
編
　
前
期
基
本
計
画

13

2. 今後のまちづくりの方向

今後のまちづくりにおいて、大多喜町をどういう特色のあるまちにすべきか尋ねたところ、「環境保全のま

ち」(37.0%) と「健康・福祉のまち」(34.1%) が 3 分の 1 を超えており、以下「歴史のまち」(20.8%)、「観光・

交流のまち」(19.8%) などとなっています。

37.0 

34.1 34.1 

20.8 

19.8 

17.0 

12.6 

12.6 

12.6 

12.6 

9.1 9.1 

4.7 

1.4 

3.8 3.8 

環境保全のまち

健康・福祉のまち

歴史のまち

観光・交流のまち

商工業のまち

快適住環境のまち

農業のまち

子育て・教育のまち

住民参加のまち

生涯活動・文化のまち

その他

無回答n=771

(%)

17.6 17.6 
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Ⅵ. まちづくりの基本的課題

1. 生活基盤に関する課題

⑴ 良質な住宅・宅地の供給

本町は、全国的に農村部から都市部への人口移動が激しかった高度経済成長期に著しい人口減少に見舞

われ、その後も人口の減少に歯止めがかかっていません。定住人口の維持は本町の喫緊の課題であり、本

町からの若年人口の流出を食い止めるとともに、町外からの移住者の流入を促進するためには、生活の基

盤となる住宅や宅地に関する有効な施策を講じていくことが必要です。本町では、慢性的に町営住宅への

入居待ちが発生しているのに加え、住宅開発が可能なまとまった土地もないことから、町内の土地の有効

利用や空き家の活用等に取り組むことにより、民間活力も活用しながら良質な住宅や宅地を供給していくこ

とが求められます。

⑵ 交通利便性の向上

鉄道やバス、道路等の交通インフラは、住民生活や地域経済の基盤となるものですが、本町では世代を

問わずその改善を望む声が少なくありません。交通利便性の向上は、定住・移住の促進に資することが期

待できるほか、高齢化社会への対応という観点からも重要であることから、人口減少や高齢化が進む本町

においては、早急に取り組むべき課題であると言えます。

⑶ 安全・安心なまちづくり

東日本大震災を契機に防災の重要性が見直される中、発生の切迫性が高まる首都直下型地震や集中豪

雨、大雪等の自然災害への十分な備えが求められます。

また、本町は犯罪や交通事故、火災の発生件数が比較的少ないまちですが、全国的に高齢者を狙った

詐欺やインターネットを使った犯罪、高齢の運転者による重大な交通事故など、新たなリスク要因も増加し

ています。

災害に強く、交通事故や犯罪等の起こりにくいまちをつくるためには、住民や地域、事業者、行政の連

携した取り組みが重要です。「自助」、「共助」、「公助」の考えの下、行政の危機管理体制の強化に加え、都

市基盤の整備や耐震化・長寿命化、地域の防災・防犯力の向上など、安全・安心なまちづくりへの総合的

な取り組みが求められます。
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2. 生活環境に関する課題

⑴ 自然環境の保全・地球温暖化への対応

本町は、豊かな緑や美しい渓谷、澄んだ空気など、自然環境に恵まれています。住民はこれを誇りに感

じており、また、観光客を引き付ける貴重な地域資源にもなっています。このような豊かな自然環境を次代

に引き継いでいくためには、継続的な保全活動に加えて、自然環境と居住環境との調和を図るなど、自然

との共生が求められます。

また、地球温暖化問題が深刻化する中、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムから、

限りある資源の有効活用や循環型社会を目指す社会への転換が求められています。今後の消費活動や企業

活動においては、環境負荷の軽減に向けて、住民、事業者、行政がそれぞれ高い関心と意識を持って行動

することが必要です。

⑵ 快適な居住環境づくり

空き家・空き地の管理や廃棄物の処理、公園・緑地の管理など、住民生活に密接に関係する居住環境の

保全に必要な取り組みは、住民一人ひとりの主体的な行動が求められるとともに、住民参加が期待される

分野です。人口減少が続く本町においては、誰もが住み続けたい、住んでみたいと思える快適な居住環境

づくりに向けて、住民に対する効果的な啓発活動や環境保全の取り組みへの住民参加を促す仕組みづくり

が求められます。

■ごみゼロ運動
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1 ノーマライゼーション：障がいのある人も、一般社会で等しく普通に生活できるようにすること。
2 「障がい」の表記について：障害の「害」の文字が、人によってはマイナスイメージを受けるという意見があるため、法令

用語や固有名詞を除いて、ひらがな表記にしています。

3. 健康・福祉に関する課題

⑴ 高齢化への対応

本町では高齢化が急速に進んでおり、平成 22 年の高齢化率は 33.8% と、国（23.0%）や県（21.5%）の

数値を大幅に上回っています。高齢化は今後更に進展する見込みであり、高齢者が住み慣れた地域で、健

康で安心して暮らしていける環境の整備が強く求められています。

また、高齢者の健康づくりの取り組みを支援し、健康寿命の延伸を図るとともに、高齢者の豊かな知識

や経験を活かせる場を充実させるなど、高齢者が心身ともに健康に暮らせるまちづくりが求められます。

⑵ 自立支援の充実

本町では、ノーマライゼーション 1 の理念の下、障がい 2 のある人が住み慣れた地域で生きがいのある暮

らしを実現できるよう、各種施策を推進してきたところです。近年、本町では障がいに関わる手帳の交付

件数が増加傾向にあることから、これらの施策のさらなる推進が必要です。

また、雇用環境の悪化や高齢化等が生活保護率の上昇の要因となっており、生活保護受給者へのきめ細

かな対応とともに、自立した生活が送れるよう支援の充実が求められます。

⑶ 子育て環境の充実

本町では、高齢化とともに少子化が進行しており、平成 22 年の年少人口比率は 10.4% と、国（13.2%）

や県（13.0%）の数値を下回っています。国は少子化進行に歯止めをかけるべく様々な施策を講じてきており、

本町においても、国の方針を踏まえ、地域の実情に合わせた少子化対策を推進してきたところです。

しかしながら、少子化進行の解消には至っていないことから、核家族化や地域のつながりの希薄化、経

済・雇用環境の変化など、子育て環境の変化に対応し、子どもの健やかな成長と保護者の子育てを地域全

体で支援する環境を整備することが求められています。
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4. 教育・文化に関する課題

⑴ 教育環境の充実

本町では、児童・生徒数の減少に伴う小中学校の小規模化や学校統合など、教育環境の変化による影

響を懸念する住民が少なくありません。教育の質は定住の動機づけとなる主要な要素でもあり、教育内容

や学校施設・設備の充実、教職員の資質向上、地域との連携強化、通学の安全確保等を図ることにより、

教育環境の充実を推進することが求められます。

⑵ 生涯学習の推進

生涯を通した学習やスポーツは、住民が健康で生き生きと暮らしていく上で欠くことのできないものです。

いつでも、どこでも、誰でもが、取り組みたいと思う学習やスポーツをすることができる環境を整備すると

ともに、学習成果をまちづくりに活かせる環境づくりが求められます。

⑶ 歴史・文化の継承と活用

本町は、かつて「房総一の城下町」として繁栄を極めた歴史・文化のまちとして独特の歴史風土や伝統、数々

の文化財を有しているほか、役場中庁舎はユネスコ・バンコクのアジア太平洋文化遺産保全賞を受賞してい

ます。こうした貴重な歴史・文化資産を適切に維持・継承し、子どもたちをはじめ広く町民のふるさとへの

誇りや愛着心を育む教育や町外の人を呼び込むために活用していくことが求められます。

■学童保育
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5. 産業・経済に関する課題

⑴農林業の振興

長年にわたり本町の経済を支えてきた農林業は、就業者の減少や高齢化、後継者不足、兼業化による構

造的な弱体化、生産物の価格低迷、輸入品との競争激化、農用地の荒廃、有害鳥獣被害等の多くの課題

を抱えています。

こうした中、平成 8 年に完成した都市交流センターは、町内の生産者が農産物を直接販売できる貴重な

販路となっており、更なる活用が期待されることから、機能強化を進めていくことが求められます。また、

本町の農林業を将来にわたって持続可能なものとするためには、担い手の育成や新規就業者の確保等、従

来から取り組んでいる農林業振興施策をより効果的に推進していく必要があります。

⑵ 商工業・観光の振興・雇用の場の確保

町内の活力を維持・向上させていくためには、定住人口の維持を図るとともに、町内の経済活動が活発

であることが重要ですが、本町の小売販売額や工業出荷額はいずれも減少傾向にあります。

一方、高速交通体系網の整備等による首都圏からの時間的距離の短縮や国による地方振興策の強化な

ど、商工業や観光の振興に資する条件は次第に整いつつあります。この機をとらえ、企業の誘致や既存事

業者の追加投資を促し、地域経済の活性化や雇用の場の確保を進めていく必要があります。

■お城まつり
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6. 行政経営・地域自治に関する課題

⑴ 持続可能な行財政運営

本町では、地方分権の進展や高度情報化、住民ニーズの多様化等により行政需要が増大する中、生産年

齢人口の減少や地域経済の縮小等により、町税を中心とする自主財源が減少していくことが懸念されてい

ます。一方、高齢化による社会保障費の増加や老朽化が進む公共施設や情報システムの維持・更新に伴う

支出の増加が見込まれており、行財政運営は厳しさを増すことが予想されます。

こうした中、健全な財政基盤を確立し、行財政運営を持続可能なものとしていくためには、事務事業全

般にわたる徹底した経費削減や行政運営の効率化、分権時代に対応できる人材の育成等を推進していくこ

とが求められます。

⑵ 協働のまちづくりの推進

まちづくりにおける多様な課題を行政だけで担うには限界があります。財政運営に厳しさが増す中で、自

治体の諸施策を効果的に推進し、住民がいつまでも安全・安心・快適に暮らしていけるようにするためには、

住民や各種団体、民間企業等の地域社会を構成する様々な主体と行政との協働が不可欠です。

本町の強みである地域の連帯感の強さを守り育てるとともに、地域の様々な主体がまちづくりに参加しや

すい環境や仕組みを整備することにより、協働のまちづくりを推進していくことが求められます。

⑶ 情報発信の強化

将来的に人口減少やまちの活力低下が懸念される中、本町が町内外の人から選ばれるまちとなるために

は、本町の様々な分野における魅力を発信していくことが必要です。

本町には、豊かな自然、貴重な歴史・文化資産、人情味や郷土愛にあふれた住民、都市部では得られに

くい恵まれた子育て環境など、誇るべき魅力が数多くあります。これらを効果的に町内外に発信していくこ

とにより、定住人口や交流人口の増加を図り、まちににぎわいを創出していくことが求められます。
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■基本構想策定の前提

活
用

対
応

克
服

対
応
対
応

活
用

対
応

克
服

①
少子化と
人口減少

②
高齢化の
更なる進行

③
価値観・社会的
ニーズの多様化

④
安全・安心に対する
意識の高まり

⑤
グローバル化の

進展

⑥
情報化の
進展

⑦
地球規模での
環境問題

⑧
地方分権
地域主権

【人　口】
昭和 29 年18,379人

↓

平成 22年10,671人

【高齢化率】
昭和 55年16.0％

↓
平成 22年 33.8％

①広域交通網の
　整備による発展が
　期待されるまち

②豊かな自然に
　抱かれたまち

③歴史や文化の
　薫り高いまち

④町外から人を
　集めるまち

⑤人情味と郷土愛に
　あふれたまち

⑥安全・安心に
　子育てができる
　まち

今後のまちづくりの方向

環境保全のまち 健康・福祉のまち

大多喜町の特性

まちづくりの基本理念－将来像－人口フレーム－土地利用構想
基本目標・政策体系基　本　構　想

大
多
喜
町
を
取
り
巻
く

時
代
の
潮
流

大
多
喜
町
の
現
状

大多喜町の課題

4 教育・文化

5 産業・経済

6 行政経営・
地域自治

1 生活基盤

2 生活環境

3 健康・福祉

良質な住宅・宅地の供給
交通利便性の向上
安全・安心なまちづくり
自然環境の保全・
地球温暖化への対応
快適な居住環境づくり
高齢化への対応
自立支援の充実
子育て環境の充実
教育環境の充実
生涯学習の推進
歴史・文化の継承と活用
農林業の振興
商工業・観光の振興・
雇用の場の確保
持続可能な行財政運営
協働のまちづくりの推進
情報発信の強化

定
住
人
口
の
維
持

健康・福祉分野

生活基盤分野

生活環境分野

定住促進分野

―

町民の意向

満足度が
低い

重要度が
高い
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みんなが主役。
よろこびのまちの創生

Ⅰ. まちづくりの基本理念

行政需要が増大する一方、地域社会の担い手が減少する中で、町民が将来にわたって安全・安心・快適

に暮らしていける環境を保持するためには、住民や各種団体、事業者など地域社会を構成するすべての主

体と行政とが、一体となってまちづくりを進めることが求められます。

一方、本町では、昭和 29 年の合併以降、人口減少が続いており、定住人口の維持が重要課題となって

います。これまで様々な施策を講じてきましたが、十分な成果を得られておらず、人口減少に歯止めがかかっ

ていません。今後のまちづくりにおいては、本町の歴史や伝統、文化を大切にしながらも、既存の価値観

にとらわれない柔軟な発想による真に本町の活性化に資する施策を講じることにより、にぎわいと活力に

あふれた新たな大多喜町を創り出していくことが求められます。

そこで本基本構想では、まちづくりの基本理念を「みんなが主役。よろこびのまちの創生」と定めること

とします。
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10 年後の大多喜町は、美しい水辺や緑が保全されるとともに、利便性や安全・安

心が確保された快適な居住空間が形成されており、まちの様々な魅力が町内・町外

の多くの人を引き付け、まちににぎわいと活力が創出されています。

町民は、連帯感の強い地域風土の中で、助け合いながら生きがいを持って健やか

に暮らしています。また、本町独自の歴史や文化は、郷土への愛着や誇りを抱いた人

材を育んでいます。

本基本構想では、このように、人やまち、自然が光り輝いている大多喜町を実現し、

次代に引き継いでいくことを目指します。

ひと まち みどり

 未来に光り続けるふるさと
大多喜

Ⅱ. 将来像

本町を取り巻く時代の潮流や、本町の課題や特性、町民の意向を踏まえ、本町が 10 年後に目指すべき

姿として、将来像を「ひと まち みどり  未来に光り続けるふるさと 大多喜」とします。この将来像の下、町

民の郷土に対する愛情や行動力を結集し、人口減少や少子高齢化、厳しい財政状況等の課題を克服する

ことにより、将来にわたって持続可能なまちを創造します。
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Ⅲ. 人口フレーム

1. 将来人口の見通し

本町の総人口は減少傾向にありますが、この傾向は今後も続くことが予想され、将来人口推計では、

第 3 次総合計画の目標年度である平成 37 年には 8,005 人にまで減少することが見込まれています。

年齢別人口をみると、年少人口と生産年齢人口が減少する一方、老年人口が増加することにより、人口

構成上の高齢化が進行し、高齢化率は平成 27 年の 36.6% から平成 37 年には 45.5% まで上昇することが

予想されます。

◆人口、年齢３区分別人口
（平成 26・27 年は３月 31 日現在住民基本台帳人口の実績値、以降は推計値）

平成27年（2015年）

総人口：9,910人 高齢化率：36.6％

⬇️
平成37年（2025年）

推計人口：8,005人 高齢化率：45.5%

949
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743

633
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3,579
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3,743

3,640

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ32

Ｈ37

（人）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

8,977

8,005

9,910

10,124

9.4%

9.2%

7.9%

55.3%

54.3%

46.6%

35.4%

36.6%

45.5%
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Ｈ26

Ｈ27

Ｈ37

年少人口（0～14歳）比率 生産年齢人口（15～64歳）比率 老年人口（65歳以上）比率
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平成３７年度末の目標人口を

８, ５００人 とします。

2. 目標人口

前述のとおり、本町では、今後も人口減少が続くとともに、少子高齢化が急速に進むことが予想されて

います。人口減少や少子高齢化は、労働力不足やまちの活気の低下、財政状況の悪化を招くおそれがある

ため、まちの魅力を高め、誰もが住み続けたいまち、住んでみたいまちを、住民と行政とが協力し合って

創造していくことが求められます。

そこで、定住促進やにぎわいづくり、高齢化対策、交通利便性向上等の施策をより一層充実させ、人口

減少や少子高齢化に歯止めをかけることにより、本基本構想の目標年度である平成 37 年度末における人

口を 8,500 人とし、まちの活力を将来にわたって維持していくことを目指します。

■移住相談会
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Ⅳ. 土地利用構想

土地は、町民の生活、生産等の諸活動の基盤となるものであり、その利用のあり方は、町の発展や町民の

生活と深いかかわりあいを持ちます。

「ひと・まち・みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」の実現に向けて、町の歴史や自然、各地域の

特性を活かし、将来を見据えた土地利用を進めます。

○中心市街地形成地域

いすみ鉄道大多喜駅周辺や国道 297 号沿線の公共施設や商店、住宅等が集積している人口集中地域に

ついては、本町の中心市街地として位置づけ、生活基盤である道路網の整備充実に加え、民間活力の適切な

導入を図りながら住宅・宅地基盤整備を進め、快適な定住環境を確保するとともに、「房総の小江戸」を

目指し、街並み環境整備事業に基づく既存商店街の再生整備や文化資産を取り入れた景観づくりを進めます。

○集落定住地域

中心市街地形成地域以外の集落地域については、生活道路や排水整備等を総合的に進めて自然環境・

景観と共生する良好な集落環境の創出に努め、定住性の強化を図ります。

また、町内の公共交通網の整備を図るとともに、上総中野駅周辺については、町南西部の中心地として

位置づけ、いすみ鉄道と小湊鉄道の利便性の向上を図るため、地域公共交通の拠点として駅周辺の整備を

推進します。

○農業生産地域

農用地については、農業生産基盤の充実を目的に、国・県の補助事業等を活用し整備した優良農地を中

心に、農用地の保全及び有効活用を図り、さらには集約化等の高度利用に努め、遊休・荒廃を防止すると

ともに、水稲だけでなく、1 年を通した農地の活用を推進します。

なお、農用地の住宅地等への利用の転換については、農用地の保全に配慮しつつ、住宅地や道路等の

将来計画に合わせ、土地利用の転換を推進します。
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○工業地域

既存の工業地については、今後も住環境や農業環境との調和が図られるよう努めるとともに、雇用の場

の確保や地域経済の活性化を図ります。

また、首都圏中央連絡自動車道の開通により本町の交通の利便性が高まったことを活かし、関係機関と

連携の下、将来性のある企業の誘致を推進します。

○観光・レクリエーション地域

大多喜城周辺や養老渓谷をはじめとする既存観光スポットについては、案内板の整備充実により観光客

の受け入れ体制を整備するとともに、自然とふれあいながら気軽に散策できる遊歩道やハイキングコースの

整備を図っていきます。

また、公共交通網の整備を進め、多様な観光・レクリエーション拠点間を円滑に移動できるようにする

ことにより、観光客の利便性を高めます。　

○森林地域

町土の約 70% を占める森林については、既存の林道・作業道を活用し、計画的な森林施業の促進、水

源のかん養・治山に努めるとともに、森林資源や自然環境・景観の保全を図っていきます。

また、事業が中止された大多喜ダムの跡地については、関係機関との協議を踏まえ、地域の活性化に向

けて有効利用を図ります。
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Ⅴ. 基本目標・政策体系

基本目標は、将来像「ひと まち みどり  未来に光り続けるふるさと 大多喜」を実現するため、まちづくり

の基本理念「みんなが主役。よろこびのまちの創生」を踏まえて設定する、分野ごとの目標です。

１．住民参加・協働 ４．広報・ＰＲ
２．地域社会 ５．行財政運営
３．男女共同参画社会 ６．広域連携

１．農林業 ４．観光
２．商業 ５．雇用・結婚
３．工業 ６．消費者

１．土地利用 ５．情報通信
２．住宅・宅地 ６．消防・防災
３．公共交通 ７．交通安全・防犯
４．道路

１．環境保全 ３．上水道・汚水処理
２．公園・緑地・水辺 ４．環境衛生

１．子ども教育 ４．芸術・文化
２．青少年健全育成 ５．スポーツ
３．生涯学習 ６．国際交流・地域間交流

１．子育て環境 ４．地域福祉
２．保健・医療 ５．障がい者福祉
３．高齢者福祉 ６．社会保障

Ⅵ 支え合いながら
 健やかに暮らせるまちをつくる

　Ⅱ 活力にあふれた 人が集まるまちをつくる

　Ⅲ 誰もが住みやすい
 安全・安心・便利なまちをつくる

Ⅳ 豊かな水と緑に囲まれた
   快適なまちをつくる
 

　Ⅴ 明日の大多喜を担う人を育むまちをつくる

基本目標と施策項目

地域自治・行政経営

産業・経済

生活基盤

生活環境

教育・文化

健康・福祉

【
将
来
像
】 

ひ
と　

ま
ち　

み
ど
り　

未
来
に
光
り
続
け
る
ふ
る
さ
と　

大
多
喜

【
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
】　

み
ん
な
が
主
役
。　

よ
ろ
こ
び
の
ま
ち
の
創
生

Ⅰ みんなの知恵と力で
 持続可能なまちをつくる
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今後、財政運営の厳しさが増すとともに少子高齢化により地域社会の担い手が不足することが懸念され

ますが、将来にわたって質の高い住民サービスを維持し、誰もが住み慣れた地域で安全・安心に暮らして

いけるようにするために、住民参加や協働の促進、地域社会の活性化、効率的・効果的な行政運営、健

全財政の維持等を推進していきます。

【地域自治・行政経営分野の主な取り組み】

◆ 住民参加・協働
住民や各種団体、民間企業等の地域社会を構成する様々な主体と行政とがコミュニケーションを深めて

信頼関係を築くなど、住民参加や協働によるまちづくりの土壌や環境を整え、これを推進します。

◆ 地域社会、男女共同参画社会
地域住民の連帯感を高め、互いに支え合いながら安心して暮らせる地域社会、男女がともに責任を分か

ち合い、個性と能力を十分に発揮できる社会の構築を推進します。

◆ 広報・ＰＲ
町政情報の公開・提供を推進することにより町民の行政に対する理解を深めるとともに、観光客や移住

者の増加、企業誘致等を推進するため、各分野の連携の下、町の魅力を効果的に発信します。

◆ 行財政運営、広域連携
効率的で質の高い行政運営、健全財政の維持、地方分権時代に対応できる人材育成等に取り組むととも

に、近隣自治体との連携による効果的な施策の展開を図ります。

 基本目標１ 地域自治・行政経営
みんなの知恵と力で持続可能なまちをつくる 
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 基本目標2 産業・経済
活力にあふれた 人が集まるまちをつくる

地域の産業は、まちの活力の源となるものですが、本町の産業力は低下傾向にあることから、高速交通網

の整備や国による地域振興策の強化等の追い風を活かしながら、各産業の状況に応じた振興策を講じます。

また、産業振興を雇用や生活利便性の向上といった観点も踏まえて進めるとともに、町民の結婚の支援

を推進することにより、定住人口の維持・拡大を図っていきます。

【産業・経済分野の主な取り組み】

◆ 農林業
都市交流センターの機能強化や 6 次産業化 3、地産地消の推進等により、付加価値の高い農林業への転

換を進めるとともに、担い手の育成や新規就業者の確保、有害鳥獣対策等に努めることにより、農林業の

振興を図ります。

◆ 商工業、観光
経営改善や後継者育成の支援、各種団体の組織強化等による既存事業者の活性化、企業誘致、創業支援、

産業間や地域間の連携強化等により、商工観光業の振興、町内勤務者や観光客の増加を図り、地域経済

を活性化します。

◆ 雇用・結婚
産業振興を通じて就業の場の確保や買い物等の生活利便性の向上に努めるとともに、住民の結婚を支

援することにより、人口流出を防止するとともに移住者を増加させます。

3 6 次産業化：農林漁業者自らが生産だけでなく加工・流通販売を一体的に行ったり、農林漁業者と商工業者が連携して
事業を展開する、農林漁業の可能性を広げようとする取り組み。
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 基本目標3 生活基盤
誰もが住みやすい 安全・安心・便利なまちをつくる

土地利用や住宅・宅地、公共交通、道路、消防・防災体制、交通安全・防犯体制等の生活基盤は、定

住を支える土台となるものであることから、都心への人口集中の加速や首都圏中央連絡自動車道等の広域

交通網の整備、本町における過疎化・高齢化の進展など社会経済環境の変化を見据えた上で、町内の土

地の計画的かつ高度な活用や公共交通網の利便性向上、安全・安心なまちづくりを進めることにより定住

促進を図ります。

【生活基盤分野の主な取り組み】

◆ 土地利用
定住促進のためには良質な宅地の供給が必要となること、耕作放棄地の有効活用が求められていること

等を踏まえ、土地利用に関する計画の策定など、町内の土地の計画的かつ高度な活用を図るための取り組

みを推進します。

◆ 住宅・宅地
定住促進に向け、新たな住宅地の形成や住宅取得支援施策の推進、空き家の有効活用施策の整備等を

推進するほか、町営住宅の長寿命化に取り組みます。

◆ 公共交通
増加する交通弱者への対応や定住促進等の本町の課題や住民ニーズを踏まえ、町内の公共交通網や本町

と町外主要都市とを結ぶ高速バス路線等の利便性向上に努めます。

◆ 道路
安全かつ利便性の高い町内道路網の整備や計画的な修繕、交通弱者に配慮した歩行者空間の整備等に

取り組むほか、関係自治体と連携して国・県道の整備を促進します。

◆ 情報通信
情報通信技術の発展に対応し、誰もが情報通信技術を活用できる環境づくりに努め、生活利便性の向上

を図ります。
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◆ 消防・防災
「自助」、「共助」、「公助」の考え方を浸透させるとともに、常備消防・救急体制の維持、消防団の組織

再編に合わせ自主防災組織の設置を推進し、安全・安心なまちづくりに努めます。

◆ 交通安全・防犯
関係機関や団体との連携の下、啓発活動を通じた住民の交通安全や防犯の意識の高揚、交通安全施設・

防犯灯等の整備、各種の運動の促進等を推進し、交通事故や犯罪のない安全な社会の実現を目指します。
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 基本目標4 生活環境
豊かな水と緑に囲まれた 快適なまちをつくる

恵まれた自然環境の保全や環境負荷の少ない循環型社会づくりを推進するとともに、公園や緑地等の整

備、上水道や汚水処理、ごみ処理体制の充実など、居住環境の維持・向上を図ることにより、町民からは「住

み続けたいまち」として、町外からは「住んでみたいまち」として支持される快適なまちづくりを進めます。

【生活環境分野の主な取り組み】

◆ 環境保全
環境保全施策を総合的に推進するため全町的な環境保全の行動指針を策定するとともに、地球温暖化

防止に向けた取り組みや支援による環境保全意識の高揚と実践の促進を図ります。

歴史的景観条例に基づき住民と連携しながら街並み整備を推進するなど景観の保全に努めます。

◆ 公園・緑地・水辺
住民の理解や協力の下、身近な公園の整備や緑化の推進等に取り組むとともに、関係機関との協議を踏

まえ、関係施設の整備を推進します。

◆ 上水道・汚水処理
水道施設の整備充実や水道事業の健全経営等を推進し、安全で衛生的な水の安定供給に努めるのに加

え、合併処理浄化槽の普及促進等により、自然環境の保全と快適な居住環境の確保を図ります。

◆ 環境衛生
ごみの収集・処理体制の充実を図るとともに、住民や事業者等の協力の下、ごみの分別徹底や減量化、

リサイクル、不法投棄の防止に努めます。
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 基本目標5 教育・文化
明日の大多喜を担う人を育むまちをつくる

明日の大多喜を担う子どもたちの生きる力や郷土愛を育む教育を推進するとともに、地域ぐるみによる青

少年の健全育成を進めます。

町民が生涯を通して学習やスポーツ活動を行える環境を整えるとともに、地域の歴史や文化、芸術に親

しむ機会の充実を図ることにより、郷土に誇りを持ち自分のまちを大切にする「人づくり」を推進します。

【教育・文化分野の主な取り組み】

◆ 子ども教育
次代を担う子どもたちが確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むとともに郷土への愛着を深めること

ができるよう、家庭や地域と連携しながら、幼児教育や学校教育の充実を図ります。また、町の歴史や文

化に関する教育を推進します。

◆ 青少年健全育成
青少年が将来の本町の担い手として健全な心と体が育成されるよう、家庭や学校、関係機関・団体等が

一体となって、その活動を推進します。

◆ 生涯学習、スポーツ
町民一人ひとりが生涯を通して自己を高めることができるよう、誰もが気軽に学習活動やスポーツ活動を

行うことができる環境を整備するとともに、活動成果の地域への還元を促進します。

◆ 芸術・文化
芸術・文化に関する団体の育成・支援、活動成果の発表の場の充実など、町民の芸術・文化活動を促進

するとともに、町民が地域の歴史や文化に触れる機会を拡充し、生きがいと心の豊かさ、郷土への愛着を

醸成します。

◆ 国際交流・地域間交流
国際交流推進体制を強化し、国際交流活動を活性化させることにより、多文化共生社会の構築を推進し

ます。

他の地域の文化や人との交流を促進することにより、地域の活性化や心豊かでたくましい子どもの育成に

努めます。
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 基本目標6 健康・福祉
支え合いながら健やかに暮らせるまちをつくる

子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で心身ともに健やかに暮らしていけるよう、支え合いの心

に満ちた地域社会づくりを進めるとともに、町民や地域、行政、関係機関が連携して、安心して子どもを産

み育てられる環境の整備、高齢者や障がい者の生活の質の維持・改善や生きがいづくり、健康づくりや疾

病予防、医療体制の充実等を推進します。

【健康・福祉分野の主な取り組み】

◆ 子育て環境
保育サービスの充実、医療費等の経済的支援、家庭における子育ての支援、ひとり親家庭の支援等に取

り組み、子育て環境の充実を図り、これを広く PR することにより、少子化に歯止めをかけるとともに若年

層の移住を促進します。

◆ 保健・医療
町民の健康管理意識の高揚や主体的な健康づくりを促進するとともに、ライフステージに応じた各種検

診等の保健事業の推進や医療機関との連携による安全・安心な医療体制の確保に努めます。

◆ 高齢者福祉
高齢者の生きがいづくりや健康づくりを支援し、高齢者の社会参画を促進するとともに、高齢者が安心

して快適に暮らせるよう支援します。

地域において介護・医療サービスや様々な生活支援が適切に受けられるよう、介護保険事業等の充実を

図ります。

◆ 地域福祉
関係機関や地域住民と連携しながら、啓発活動や福祉教育等を実施し、町民の福祉意識の高揚や福祉

活動の活性化を図り、ともに支え合う社会づくりを推進します。

◆ 障がい者福祉
ノーマライゼーションの理念を踏まえ、障がい者の自立した生活や社会参加の支援、障がいの特性に応

じた福祉サービスの実施、障がい者を支えるための社会環境の整備に取り組みます。　
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喜

将
来
像

基本目標１　地域自治・行政経営
～みんなの知恵と力で持続可能なまちをつくる

施策群

施策群

施策群

施策群

施策群

施策群

 基本目標３　生活基盤
～誰もが住みやすい 安全・安心・便利なまちをつくる

 基本目標５　教育・文化
～明日の大多喜を担う人を育むまちをつくる

基本目標２　産業・経済
～活力にあふれた 人が集まるまちをつくる

 基本目標４　生活環境
～豊かな水と緑に囲まれた 快適なまちをつくる

 基本目標６　健康・福祉
～支え合いながら健やかに暮らせるまちをつくる

Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34 年度 Ｈ35年度 Ｈ36 年度 Ｈ37年度

基本構想（１０年）

後期基本計画（５年）前期基本計画（５年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

実施計画（３年）

Ⅰ. 前期基本計画の概要

1. 基本計画の目的

基本計画は、基本構想に掲げる本町の将来像「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」を

実現するために、基本構想に示された、分野ごとの基本目標の達成に向けて取り組むべき具体的な施策を

定めるとともに、それらを推進するための指針となるものです。

2. 計画期間

基本計画の計画期間は、社会経済情勢の変化や本町の財政状況などに対応し、実効性の高い計画と

するため、基本構想期間の 10 年間を前期・後期に分け、前期基本計画は平成 28 年度から平成 32 年度

までの 5 年間とします。
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未来づくり重点プロジェクト

定住進促プロジェクト にぎわいづくりプロジェクト

高齢化対策プロジェクト

結婚・出産・
子育て支援

住宅政策

教　育

移住促進

企業等誘致

観光振興

既存産業支援

国際交流・
地域間交流

健康づくり

生きがい
づくり

地域社会・
ボランティア

福　祉

Ⅱ. 未来づくり重点プロジェクト

前期基本計画に掲げる施策のうち、将来像「ひと まち みどり  未来に光り続けるふるさと 大多喜」の

実現への効果が特に高いと見られる施策群を、3 つの「未来づくり重点プロジェクト」に整理し、前期基本

計画全体を先導するものと位置づけ、全庁をあげて分野横断的・重点的に取り組みます。

なお、3 つの「未来づくり重点プロジェクト」は、相互に関係しており、各プロジェクトの今後のまちづくり

における重要度はすべて同じです。

ひと まち みどり

 未来に光り続けるふるさと　大多喜
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1. 定住促進プロジェクト

本町では、長期にわたり人口減少が続いていますが、この傾向は今後も続き、第 3 次総合計画の目標年

度である平成 37 年には、平成 27 年比 19.2% 減の 8,005 人にまで減少することが予想されています。　

人口はまちの活力の源であり、人口流出を抑制するとともに、ＵＩＪターン 4 を促進し、定住人口の減少

に歯止めをかけることは、本町の喫緊の課題です。

そこで、若者や子育て世代から高齢者まで、誰もが住み続けたい、住んでみたいと思える良好な住環境

を整備し、定住を促進するため、「結婚・出産・子育て支援」、「教育」、「住宅政策」、「移住支援」に関

する施策からなる「定住促進プロジェクト」を設定し、重点的に推進していきます。

定住促進プロジェクト

結婚・出産・
子育て支援 教　育

住宅政策 移住促進

町内の高校・大学と連携を
して小中学校における教育
の充実を図ります。

本町へのＵＩＪターンを検討・
実行する人に対し、様々な
視点から支援を行います。

住民の結婚促進を支援する
とともに、出産や子育てを
しやすい環境を整えます。

土地の有効利用に向けた取
り組みを進めるとともに、
良質な住宅や宅地の供給を
促進します。

4 ＵＩＪターン:都市の居住者が地方に移住する動きの総称。Uターンは出身地に戻る形態、Jターンは出身地の近くの地方
都市に移住する形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態を指す。
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■定住促進プロジェクトを構成する施策
分　野 施策No. 施　　　　策

結婚・出産・子育て
支援

2-5-2 結婚促進のための支援施策の推進

6-1-1 保育サービスの充実

6-1-2 特色ある保育の実施

6-1-3 子育て家庭の負担軽減

6-1-4 小児医療体制の充実

6-1-5 子育て支援環境の整備

6-2-6 母子保健活動の充実

教　育

5-1-1 学校教育における ｢確かな学力｣ の育成

5-1-2 学校教育における ｢豊かな心｣ の育成

5-1-3 学校教育における ｢健やかな体｣ の育成

住宅政策

3-1-1 計画的な土地利用の推進

3-1-2 有効な土地利用への誘導

3-2-1 分譲地の販売促進

3-2-2 住宅建設・宅地取得に関する支援制度の利用促進

3-2-3 住環境拡充の推進

3-2-4 町営住宅の整備

3-2-5 空き家を活用した移住促進

移住促進
2-5-1 雇用機会の確保と地元就職の促進

3-2-6 移住者と地域住民との交流促進
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企業等誘致 既存産業支援

観光振興 国際交流・
地域間交流

町内の農林業者や商工業者
の更なる発展に向けた支援を
充実させます。

外国人観光客の増加を図ると
ともに、地域間交流の活性化
を促進します。

新たな雇用の受け皿創出や
税収の維持・拡大を目指し、
企業等の誘致を促進します。

観光資源の充実や効果的な
情報発信、受入体制の整備
等により、観光振興を図り
ます。

2. にぎわいづくりプロジェクト

本町は、県の夷隅地域振興事務所や県立高校、大学等が立地し、夷隅地域の中心地としての拠点性を

有しているほか、町内には多様な観光拠点があり、昼間人口や交流人口を維持・拡大させていく上で必要

な特性や地域資源に恵まれています。

人口減少や少子高齢化により、まちの活力低下が懸念される中では、こうした特性等をより一層活かす

とともに、首都圏中央連絡自動車道の整備進展や訪日外国人旅行者の増加等の追い風も利用して、本町の

にぎわいづくりを進めていくことが求められます。

そこで、「企業等誘致」、「既存産業支援」、「観光振興」、「国際交流・地域間交流」に関する施策からなる

「にぎわいづくりプロジェクト」を設定し、重点的に推進していきます。
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■にぎわいづくりプロジェクトを構成する施策
分　野 施策No. 施　　　　策

企業等誘致 2-3-2 企業の誘致

既存産業支援

2-2-1 商店街の環境整備

2-2-2 商業経営の近代化の促進

2-2-3 商業団体の育成・強化

2-3-1 既存企業の体質強化

2-3-3 産業開発支援機能の整備

観光振興

2-4-1 既存観光・レクリエーション拠点の充実

2-4-2 新たな観光・レクリエーション拠点の形成

2-4-3 広域観光体制の充実

2-4-4 祭り・イベント等の充実・活用

2-4-5 ＰＲ活動の強化と観光案内板の整備

2-4-6 ホスピタリティー（もてなしの心）醸成運動の全町的展開　

2-4-7 他産業との連携による観光関連事業の推進　

4-2-3 特色ある公園・緑地・親水空間の整備

国際交流・
地域間交流

5-6-2 外国人観光客に配慮した環境づくり

5-6-4 地域間交流の促進
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3. 高齢化対策プロジェクト

本町では、急速に高齢化が進んでおり、平成 32 年まで高齢者数が増加を続けることが見込まれている

ことから、高齢者がいつまでも安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの充実を図ることが求められて

います。

一方、今後、生産年齢人口の減少とともに町税収入が減少し、財政運営の厳しさが増すことが見込まれ

る中、福祉政策の拡大には限界があるため、健康寿命の延伸や高齢者の生きがい創出、互いに支え合う

社会づくりなどを進めていくことが必要です。

そこで、超高齢化社会が到来しても、持続的に発展していけるまちを目指して、「健康づくり」、「生きがい

づくり」、「地域社会・ボランティア」、「福祉」に関する施策からなる「高齢化対策プロジェクト」を設定し、

重点的に推進していきます。

健康づくり 地域社会・
ボランティア

生きがいづくり 福　祉

地域コミュニティの再生・強
化を図るとともに、ボランティ
ア活動を促進します。

高齢者が住み慣れた地域でい
つまでも安心して暮らせるよ
う、福祉の充実を図ります。

高齢者の健康の維持・増進
や医療体制の整備に努め、
健康寿命の延伸を図ります。

生涯学習活動の促進や雇用
機会の創出等により、高齢者
の生きがいづくりを支援し
ます。
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■高齢化対策プロジェクトを構成する施策
分　野 施策No. 施　　　　　策

健康づくり

6-2-1 健（検）診受診率の向上

6-2-2 生活習慣病の重症化防止

6-2-3 住民の主体的な健康増進活動の支援

6-2-5 医療体制の整備の強化

6-3-4 高齢者の健康づくりの推進

生きがいづくり

5-3-3 活動団体の支援充実

5-4-1 学習グループ・団体活動への支援充実

6-3-5 高齢者の社会参加の促進

地域社会・
ボランティア

1-1-2 行政と住民の協働の推進

1-2-1 コミュニティ意識の啓発

1-2-2 コミュニティ活動基盤の整備

6-2-4 ボランティアとの協働による健康なまちづくりの推進

6-4-3 新たなボランティア社会の形成

6-4-4 助け合いの精神にあふれた人づくり

福　祉

6-3-1 高齢者保健福祉施設・機能の整備充実

6-3-2 介護保険事業推進体制の充実

6-3-3 サービスを提供する人材の確保

6-4-1 地域福祉活動推進のための連携・協力体制の強化

6-4-2 社会福祉協議会、関係団体等の活動支援

6-5-5 安全・安心な暮らしの確保

6-6-1 低所得者福祉の充実

6-6-2 国民健康保険の充実
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施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

施策項目 成果指標

基本目標１　地域自治・行政経営
～みんなの知恵と力で

持続可能なまちをつくる

 基本目標６　健康・福祉
～支え合いながら

健やかに暮らせるまちをつくる

 Ｐ（プラン：計画策定）

 Ｄ（ドゥ：計画実施）

 Ｃ（チェック：達成評価）

 Ａ（アクション：改善） 取り組みの改善点は何か。

どのような 取り組みを展開するのか。

取り組みは着実に実行できたか。

取り組みを実施して成果指標を達成できたか。

ひ
と 

ま
ち 

み
ど
り

未
来
に
光
り
続
け
る

ふ
る
さ
と 

大
多
喜

将
来
像

Ⅲ. 前期基本計画の推進に当たって

1. 計画の周知

基本計画を効果的かつ効率的に推進するためには、住民をはじめ、行政、事業者、各種団体など、

地域社会を構成するすべての主体が連携・協働することが重要であり、それには 1 人でも多くの方に本計画

の目標や施策の方向性、各主体に求められる役割等を知っていただく必要があります。

このため、本計画の内容を町の広報紙やホームページ等を活用して紹介するとともに、本計画を住民や

関係者等に配布し、積極的な周知を図ります。

2. 成果指標の設定及び計画の進捗管理

本計画では、6 つの基本目標を達成するための具体的な施策を策定するとともに、施策の効果を検証

するために、施策項目ごとに成果指標を設定します。

本計画の推進に当たっては、この成果指標の達成度により進捗を管理するとともに課題を抽出し、改善

の動きにつなげる「PDCA サイクル」を導入することとします。
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Ⅳ. 分野別施策

【「Ⅳ．分野別施策」のページの構成と見方】

この 項 目の 施 策 に 取り組 む に当
たって踏まえるべき現状と課題を
示します。具体的には、社会動向
や本町における状況、町の取組状
況、今後求められる取り組み等に
ついて記載します。

この項目を構成する施策の体系を示
します。未来づくり重点プロジェク
トを構成する施策については【重点】
と表示します。

施策の体系に示した施策の内容を
示します。

この 項目の施 策 効 果 を検 証する
ため に、 項 目ごとに 成 果 指 標 を
設定し、成果指標の達成度により
計画の進捗を管理します。

この項目の施策に取り組むに当たっ
ての基本方針を示します。
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1-1 住民参加・協働

現状と課題

今後、財政運営の厳しさが増すとともに、少子高齢化や人口減少の進行により地域社会の担い手が不足

することが懸念される中、行政だけでは高度化・多様化する住民ニーズにきめ細かく対応することが難しく

なることが予想されます。

そのため、これからのまちづくりは、住民や各種団体、民間企業等と行政がそれぞれの役割を認識し、

信頼関係を構築した上で、互いに連携・協力して進めることが必要です。

本町では、各種の協議会や審議会に住民が参加し、計画策定に携わっているのに加え、一部の審議会

においては委員の一般公募も行っています。また、文化、芸術、スポーツ、福祉、教育等の様々な分野に

おいて、住民団体がその活動を通じてまちづくりに関わっています。

こうした行政と住民との協働や、町政への住民参加をより一層推進するためには、情報公開の推進や

広報活動の充実等を通じて、住民との情報の共有や行政運営の透明性の確保に努めることにより、住民の

町政への関心を高め、まちづくりへの参画を促すことが必要です。　

さらに、行政及び住民が協働の重要性を認識することが大切であることから、協働に関する職員の知識

や住民の理解を高め、具体的な行動を促進する取り組みが求められます。

■住民公聴会 ■職員研修
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基本方針

●	住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。　

●	協働のまちづくりを推進するために職員に求められる知識や能力の向上を図り、住民の理解を高めます。

施策の体系

施策の内容

１-１-１　まちづくりへの参画意識の醸成

町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した紙面づくり等により、住民

の町政への関心を高め、住民が主体的にまちづくりに参画しようとする意識の醸成を図ります。

１-１-２　行政と住民の協働の推進【重点】

協働のまちづくりの推進には、協働の意義を理解し、活動を進める職員の存在が欠かせないことから、

協働の推進に必要な知識や能力を身につけるための研修や住民を対象としたセミナー、懇話会等の開催を

推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

住民との懇話会の開催回数
0回	

（平成26年度）
各地区1回／年
（平成32年度）

1-1-1　まちづくりへの参画意識の醸成

1-1-2　行政と住民の協働の推進【重点】

1-1　住民参加・協働
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基本方針

●	住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。　

●	協働のまちづくりを推進するために職員に求められる知識や能力の向上を図り、住民の理解を高めます。

施策の体系

施策の内容

１-１-１　まちづくりへの参画意識の醸成

町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した紙面づくり等により、住民

の町政への関心を高め、住民が主体的にまちづくりに参画しようとする意識の醸成を図ります。

１-１-２　行政と住民の協働の推進【重点】

協働のまちづくりの推進には、協働の意義を理解し、活動を進める職員の存在が欠かせないことから、

協働の推進に必要な知識や能力を身につけるための研修や住民を対象としたセミナー、懇話会等の開催を

推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

住民との懇話会の開催回数
0回	

（平成26年度）
各地区1回／年
（平成32年度）

1-1-1　まちづくりへの参画意識の醸成

1-1-2　行政と住民の協働の推進【重点】
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基本方針

●	住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。　

●	協働のまちづくりを推進するために職員に求められる知識や能力の向上を図り、住民の理解を高めます。

施策の体系

施策の内容

１-１-１　まちづくりへの参画意識の醸成

町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した紙面づくり等により、住民

の町政への関心を高め、住民が主体的にまちづくりに参画しようとする意識の醸成を図ります。

１-１-２　行政と住民の協働の推進【重点】

協働のまちづくりの推進には、協働の意義を理解し、活動を進める職員の存在が欠かせないことから、

協働の推進に必要な知識や能力を身につけるための研修や住民を対象としたセミナー、懇話会等の開催を

推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

住民との懇話会の開催回数
0回	

（平成26年度）
各地区1回／年
（平成32年度）

1-1-1　まちづくりへの参画意識の醸成

1-1-2　行政と住民の協働の推進【重点】
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基本方針

●	住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。　

●	協働のまちづくりを推進するために職員に求められる知識や能力の向上を図り、住民の理解を高めます。

施策の体系

施策の内容

１-１-１　まちづくりへの参画意識の醸成

町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した紙面づくり等により、住民

の町政への関心を高め、住民が主体的にまちづくりに参画しようとする意識の醸成を図ります。

１-１-２　行政と住民の協働の推進【重点】

協働のまちづくりの推進には、協働の意義を理解し、活動を進める職員の存在が欠かせないことから、

協働の推進に必要な知識や能力を身につけるための研修や住民を対象としたセミナー、懇話会等の開催を

推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

住民との懇話会の開催回数
0回	

（平成26年度）
各地区1回／年
（平成32年度）

1-1-1　まちづくりへの参画意識の醸成

1-1-2　行政と住民の協働の推進【重点】

1-1　住民参加・協働
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 基本目標１ 地域自治・行政経営
～みんなの知恵と力で持続可能なまちをつくる 

1-1　住民参加・協働

1-2　地域社会

1-3　男女共同参画社会

1-4　広報・ＰＲ

1-5　行財政運営

1-6　広域連携
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1-1 住民参加・協働

現状と課題

今後、財政運営の厳しさが増すとともに、少子高齢化や人口減少の進行により地域社会の担い手が不足

することが懸念される中、行政だけでは高度化・多様化する住民ニーズにきめ細かく対応することが難しく

なることが予想されます。

そのため、これからのまちづくりは、住民や各種団体、民間企業等と行政がそれぞれの役割を認識し、

信頼関係を構築した上で、互いに連携・協力して進めることが必要です。

本町では、各種の協議会や審議会に住民が参加し、計画策定に携わっているのに加え、一部の審議会

においては委員の一般公募も行っています。また、文化、芸術、スポーツ、福祉、教育等の様々な分野に

おいて、住民団体がその活動を通じてまちづくりに関わっています。

こうした行政と住民との協働や、町政への住民参加をより一層推進するためには、情報公開の推進や

広報活動の充実等を通じて、住民との情報の共有や行政運営の透明性の確保に努めることにより、住民の

町政への関心を高め、まちづくりへの参画を促すことが必要です。　

さらに、行政及び住民が協働の重要性を認識することが大切であることから、協働に関する職員の知識

や住民の理解を高め、具体的な行動を促進する取り組みが求められます。

■住民公聴会 ■職員研修
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基本方針

● 住民のまちづくりへの参画意識を醸成します。　

● 協働のまちづくりを推進するために職員に求められる知識や能力の向上を図り、住民の理解を高めます。

施策の体系

施策の内容

１-１-１　まちづくりへの参画意識の醸成

町政情報の積極的な発信や広報紙における住民参加や協働の推進を意識した紙面づくり等により、住民

の町政への関心を高め、住民が主体的にまちづくりに参画しようとする意識の醸成を図ります。

１-１- ２　行政と住民の協働の推進【重点】

協働のまちづくりの推進には、協働の意義を理解し、活動を進める職員の存在が欠かせないことから、

協働の推進に必要な知識や能力を身につけるための研修や住民を対象としたセミナー、懇話会等の開催を

推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

住民との懇話会の開催回数
0 回 

（平成 26 年度）
各地区1回／年

（平成 32 年度）

1-1-1　まちづくりへの参画意識の醸成

1-1-2　行政と住民の協働の推進【重点】

1-1　住民参加・協働
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1-2 地域社会

現状と課題

核家族化や価値観の多様化等により、近所づきあいが希薄になりつつある一方、東日本大震災の経験から、

防火活動や防犯活動を担う地域社会の重要性が再認識されています。

本町では、63 の行政区ごとに自治会が組織されており、各区長が行政連絡員に委嘱され、町と住民と

の連絡調整に当たっています。また、町では、旧町村単位における区長会活動に対し補助金を交付して

いるほか、集会施設の新築・改修等への助成を行ってきました。

住民意識調査の結果を見ると、約半数の住民が自治会やボランティア団体等の地域社会に貢献する

コミュニティ活動を行っている団体に参加していますが、多様化・高度化する住民ニーズに対応すると

ともに、高齢化が進む中で、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちを形成していく

ためには、地域におけるコミュニティ活動を維持・拡大していくことが必要です。

今後は、コミュニティの意義や役割について啓発を図り、新たに転入してきた人も地域になじみやすい

環境を整備するとともに、住民によるコミュニティ活動に対するソフト面及びハード面の支援を継続的に

行っていくことが求められます。

整備数

H22 年度 新築1件

H23 年度 改築1件

H24 年度 —

H25 年度 改築 2 件

H26 年度 —

■集会施設の整備数 ■改修された集会所

資料：企画財政課
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基本方針

● コミュニティ意識の啓発や活動基盤の整備を推進し、地域住民が互いに支え合い、協力し合うコミュニティ

を形成します。

施策の体系

施策の内容

１- ２-１　コミュニティ意識の啓発【重点】

コミュニティ意識を啓発し、町民同士の連帯感を育むことにより、自治会への加入やコミュニティ活動の

活性化を促進するとともに地域の状況を把握することができる体制を推進します。

１- ２- ２　コミュニティ活動基盤の整備【重点】

コミュニティ活動施設の整備や活動に対する助成を実施することにより、コミュニティ活動が安定的に

継続される基盤の整備を支援します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

集会施設の整備数
4 施設 

（過去 5 年間）
5 施設 

（平成 28 ～ 32 年度）

1-2-1　コミュニティ意識の啓発【重点】

1-2-2　コミュニティ活動基盤の整備【重点】

1-2　地域社会
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1-3 男女共同参画社会

現状と課題

本町では、千葉県男女共同参画社会推進員制度を活用した広報・啓発活動や、審議会等における女性

委員の登用促進、男女共同参画やワーク・ライフ・バランス 5 に関する職員向け研修の開催など、男女

共同参画社会づくりに向けて様々な取り組みが進められてきました。

しかし、「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な考え方が根強く残っているのに加え、住民意識調査

の結果を見ると、「男女共同参画社会づくり」は他の施策と比較すると重要度が低くなっています。

また、女性では出産・育児後に再び職に就くためには問題が多く、男性では長時間労働により家庭や

地域における活動に制約があるなど、男女共同参画の推進に向けては課題が少なくありません。

男性も女性も、個性と能力に応じ、あらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会づくりを進めていく

ためには、性別による役割分担意識の是正に向けた意識啓発や、家庭や職場、地域、行政など様々な

場において男女共同参画を実践するための環境整備を促進していくことが求められます。

■出前セミナーの様子

5 ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和のこと。

■各種審議会等の女性委員数
　及び女性委員登用率

66 69 68 68

142 140 141 141

208 209 209 209

32%
33% 33% 33%

0

50

100

150

200

250

Ｈ23
年度

Ｈ24
年度

Ｈ25
年度

Ｈ26
年度

女性 男性 女性委員登用率

（人）

資料：総務課資料：総務課
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基本方針

● 男女が尊重し合い、ともに個性と能力を発揮できるまちづくりを進めます。

● ワーク・ライフ・バランスの啓発に努め、誰もが働きやすい環境づくりを推進します。

施策の体系

施策の内容

1-3-1　男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成

男女共同参画社会に向けた意識改革や気運醸成を図るため、広報紙やホームページにおける男女共同

参画に関する情報の発信や講演会、研修会の実施、各種団体との連携・交流等に取り組みます。

1-3-2　男女共同参画計画の策定

行動指針や数値目標を盛り込んだ男女共同参画計画を策定することにより、住民や関係団体、行政等が

男女共同参画社会に向けて進むべき方向を明確にし、各種施策を効果的かつ確実に推進します。

1-3-3　管理職、審議会等委員への女性登用の推進

町行政機関の管理職や各種審議会・委員会の委員への女性登用を推進することにより、女性が能力

を発揮できる場を拡充するとともに女性の視点を踏まえたまちづくりを進めます。

 

1-3-1　男女共同参画社会に向けた意識改革・気運醸成

1-3-2　男女共同参画計画の策定

1-3-3　管理職、審議会等委員への女性登用の推進

1-3-4　ワーク・ライフ・バランスの啓発

1-3-5　男女がともに働きやすい環境づくりの推進

1-3　男女共同参画社会
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6 各種審議会等：総合開発審議会、民生・児童委員、農林業振興協議会など。

1-3-4　ワーク・ライフ・バランスの啓発

一人ひとりが充実感を持って生活できる社会を築くためには、仕事と生活の調和が必要であり、このこと

が男女共同参画社会の実現にもつながります。このため、ワーク・ライフ・バランスに関するセミナー等の

開催を通じ、啓発に努めます。

1-3-5　男女がともに働きやすい環境づくりの推進

事業所等に対し、育児休業や介護休業制度等に関する啓発を行うとともに、行政においてもこれを推進

することにより、男女がともに働きやすい就労環境の整備を推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

男女共同参画に関する講演会等の開催数
0 回 

（平成 26 年度）
毎年1回 

（平成 28 年度以降）

各種審議会等 6 の女性登用率
33％ 

（平成 26 年度）
35％ 

（平成 32 年度）
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1-4 広報・PR

現状と課題

本町では、住民が町政の状況を正確かつ迅速に理解できるよう、広報紙やホームページにより生活に

必要な町政情報を提供しています。

広報活動は、住民が必要な情報を容易に取得できるよう、多様な媒体でわかりやすく提供することが

求められますが、町が提供している住民サービスにはあまり知られていないものもあることから、広報紙を

読むことが少ない層への情報提供手法の工夫や情報が伝わりやすい広報紙づくりなど、解決すべき課題が

残されています。

また今後は、広報活動には本町の様々な魅力を町の内外に PR することにより、定住促進や交流人口

拡大を図る役割も期待されることを認識して取り組むことが求められます。

一方、広聴活動では、「町長への手紙」や住民公聴会等の実施により住民の意向の把握に努めていますが、

住民から寄せられた意見や要望を分析し、町政に迅速かつ効果的に活用していくことが求められています。

■ホームページアクセス数の推移 ■広報おおたき

214,142

265,209

215,605
235,085235,085

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25年度 Ｈ26 年度

（回）

資料：総務課
資料：総務課
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基本方針

● 住民が必要とする情報をわかりやすく伝えることにより、住民の町政に対する理解を促進します。

● 住民参画型の広報紙づくりを積極的に推進します。

● まちづくりに関する住民の意向の把握に努め、適切に町政に反映します。

施策の体系

施策の内容

1-4-1　広報体制の強化

組織横断的な広報体制の整備を検討するほか、広報担当課の情報集約機能の充実を図るとともに、

情報の共有化を進め、各課が連携して効果的な情報発信を図ります。

1-4-2　広報活動の充実 

広報紙について記事の充実に努めるとともに、見やすく、わかりやすい紙面づくりを行います。また、

住民が取材記事やコラムなど広報活動に参加できる「住民とともにつくる広報」を目指します。さらに、

メールマガジン 7 やＳＮＳ 8 などタイムリーな町政情報を提供する新たな媒体の導入を図ります。

1-4-1　広報体制の強化

1-4-2　広報活動の充実

1-4-3　広聴活動の充実

1-4　広報・PR

7  メールマガジン:電子メールを利用して発行される雑誌。発行者（町）が購読者（住民）に定期的にメールで情報を届け
るシステムのこと。

8 ＳＮＳ: Social Networking Service（ソーシャルネットワーキングサービス）の略で、代表例としてFacebook（フェイスブッ
ク）やTwitter（ツイッター）等がある。SNSは基本的には会員制で、同じ趣味の人や知り合いとSNSを通じて情報のやり
とりをしながらコミュニケーションを取ることができる。自治体では住民に自らが主宰するSNSに登録してもらうことに
より、行政情報を伝達する手段として活用している。
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1-4-3　広聴活動の充実

「町長への手紙」や住民公聴会、出前行政講座、各種アンケートなど広聴活動の各手法について、住民

が取り組みやすいよう改善するとともに、住民からの意見等を町政に迅速かつ効果的に活用するよう努め

ます。

成果指標

指　標 現状値 目標値

＜フェイスブック＞大多喜町ページ登録者数
100人 

（平成 26 年度）
500人 

（平成 32 年度）
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1-5 行財政運営

現状と課題

生産年齢人口の減少や本町経済の低迷に伴い、本町の町税収入は減少傾向にあり、平成 26 年度決算

では町税をはじめとする自主財源の比率が 40.7% にとどまっています。地方交付税や国・県支出金に大きく

依存する本町の歳入構造は、国の政策や財政状況に左右されやすく、財政運営を不安定なものとしています。

一方、扶助費等の義務的経費は年々増加しており、経常的な収入に対する経常的な支出の割合を示す

経常収支比率は 89.7% に達し、財政運営のゆとりがない状況です。

国や県からの依存財源の継続性が不安視される中、今後、本町では生産年齢人口のさらなる減少等

に伴い町税収入の減少が見込まれる一方、高齢化の進行により社会保障関係経費の増加が予想されること

から、本町の財政運営はより一層厳しさが増すことが懸念されます。　

本町の財政を将来にわたって持続可能なものとするためには、財政運営の透明性を確保し町民の町財政

に対する理解を深めた上で、これまで取り組んできた事務事業の見直しや各種経費の節減、民間委託の

推進等の行政改革を更に進め、効率的で効果的な行政運営を行うことが求められます。自主財源の確保に

向けては、定住人口の維持や本町経済の活性化、受益者負担の適正化、収税対策の強化等の取り組みを

推進していくことが必要です。また、情報通信技術を効果的に行政事務に導入することにより、住民サービス

の向上や行政事務の効率化を推進することが求められます。

■歳入・歳出（決算額）の推移 ■町税収納額・収納率の推移

資料：地方財政状況調査 資料：地方財政状況調査

393 502 342 311 393 502 342 311 

0

2,000

4,000

6,000
（百万円）

83 17 184 90 
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2,000

4,000

6,000
（百万円）

資料：地方財政状況調査

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24 年度 Ｈ25年度 Ｈ26 年度

地方税 譲与税・交付金 地方交付税 国・県支出金 地方債 その他

歳 入

Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24 年度 Ｈ25年度 Ｈ26 年度

人件費 物件費 扶助費・補助費等 公債費 積立金 繰出金 その他

歳 出

1,182 
610 
1,138 
531 

261 
427 
1,136 

5,2855,285

1,188 
624 
1,256 
529 
426 
1,161 

5,2665,266

1,174 
603 
1,139 
491 
452 
834 
4,710

1,127 
665 
1,202 
483 
468 
601 
4,730

1,103 
665 
1,237 
474 
477 
472 
4,518

1,140 
375 
1,663 

942 
432 432 

1,070 

5,6225,622

1,137 
338 
1,724 

674 

1,332 

5,5975,597

1,128 
313 
1,705 

641 

761 
5,0505,050

1,136 
325 
1,714 

743 

768 
5,0275,027

1,136 
322 
1,656 

622 

858 
4,9044,904

1,128 1,125 1,115 1,126 1,1251,128 1,125 1,115 1,126 1,125

12 12 13 9 10

97.62% 97.74% 97.78% 97.62% 97.84%

84.71% 86.71% 88.35% 89.86% 90.42%

800
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（百万円）

資料：地方財政状況調査
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基本方針

● 健全で効率的な行財政運営の推進により、持続可能な行財政基盤を構築します。

施策の体系

施策の内容

1-5-1　経費の節減と予算の厳正な執行

経費全般の節減合理化を図るとともに、予算の厳正な執行に努めます。

1-5-2　健全な財政基盤の確保

収税対策の強化や受益者負担の適正化、税外収入の確保や町債の縮減に努め、健全な財政基盤の確保

を図ります。平成 28 年度に対象事業者が県下一斉に指定される、従業員の個人住民税の特別徴収につい

ては、円滑な導入と実施率の向上を目指します。

1-5-3　持続可能な財政運営の確立

選択と集中の視点から事業を取捨選択する取り組みを進め、限られた財源及び町有財産を基盤整備や

行政サービス水準の維持・向上に有効に利活用することにより、持続可能な財政運営を確立します。　

 

1-5-1　経費の節減と予算の厳正な執行

1-5-2　健全な財政基盤の確保

1-5-3　持続可能な財政運営の確立

1-5-4　計画的、効果的な行政運営の推進

1-5-5　効率的な組織運営の推進

1-5-6　行政の情報化の推進

1-5　行財政運営
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1-5-4　計画的、効果的な行政運営の推進

大多喜町第 3 次総合計画をはじめ、本町の諸施策の実施に当たっては、PDCA（計画・実行・評価・改善）

サイクルの運用を推進し、計画的、効果的な行政運営を行います。

1-5-5　効率的な組織運営の推進

行政運営の効率化の観点から事務事業の見直しを行うとともに、計画的に必要な人員を適正に配置する

定員管理に努めます。また、職員研修の充実を図り、行政課題に的確に対応できる人材を育成します。

1-5-6　行政の情報化の推進

大多喜町情報化推進計画に基づく基幹系システムや業務システムについて、安定的、効果的に活用する

ため、維持・管理経費に留意しながら計画的に更新を行い、行政サービスの向上や行政事務の効率化を

図ります。

成果指標

指　標 現状値 目標値

実質公債費比率 9
6.5% 

（平成 26 年度）
6.5% 

（平成 32 年度）

将来負担比率 10
64.2% 

（平成 26 年度）
60.0% 

（平成 32 年度）

経常収支比率 11
89.7% 

（平成 26 年度）
90.0% 

（平成 32 年度）

町税収納率（現年分）
97.8% 

（平成 26 年度）
98.3% 

（平成 32 年度）

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収実施率
61.8% 

（平成 26 年度）
75.0% 

（平成 32 年度）

  9 実質公債費比率：実質的な負債返済額が町の財政に占める割合。
10 将来負担比率：将来支払う可能性のある実質的な負債額が町の財政に占める割合。
11 経常収支比率：経常的な収入に対する経常的な支出の割合。
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1-6 広域連携

現状と課題

消防、防災、保健、医療、福祉、環境などの各分野における行政課題は、年々、高度化・多様化してい

ることから、市町村の行政区域を越えた広域連携により、行政運営の効率化を図ることが求められています。

本町では、夷隅郡市 2 市 2 町で夷隅郡市広域市町村圏事務組合を組織し、消防、救急、介護等の

各分野で事業を実施しています。また、し尿処理やごみ処理、火葬場の運営、水道事業においても広域連携

による事業を行っています。

本町が自立した行政運営を安定的に推進していくためには、住民サービスの拡充を図りながら様々な

事務事業を効率的に運営することが必要です。そのための有効な手法となる広域行政については、今後も

効果を検証しながら推進していくことが求められます。

■介護認定審査会の審査件数

資料：健康福祉課

158 164 163 177 181

368 375 412 414 445

21 4621 46 43 30
34

547 585 618 621 660

Ｈ22 年度 Ｈ23年度 Ｈ24 年度 Ｈ25年度 Ｈ26 年度

新規申請 更新申請 区分変更

資料：健康福祉課
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■勝浦消防署大多喜分署
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基本方針

● 広域的な行政課題について、近隣自治体との連携による取り組みを推進し、行政運営の効率化を図り

ます。

施策の体系

施策の内容

1-6-1　広域圏行政の推進

公共投資の効率化及び住民サービスの維持・向上を図るため、広域的な連携による施策の展開を図ります。

1-6-2　国・県との連携強化

国や県との連携を強化し、必要な事業等の実施や支援を積極的に要請します。

1-6-1　広域圏行政の推進

1-6-2　国・県との連携強化

1-6　広域連携
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 基本目標2 産業・経済
～活力にあふれた 人が集まるまちをつくる　 

2-1　農林業

2-2　商　業

2-3　工　業

2-4　観　光

2-5　雇用・結婚

2-6　消費者
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2-1 農林業

現状と課題

本町では、水稲を中心に野菜、果樹などの生産及び畜産が営まれています。これまでも、マスメディア

への取り上げなどを通じて、町外においても高い知名度を誇るタケノコを活用した地域特産物の開発や、

技術指導・生産指導による生産性向上、有害鳥獣の駆除などに取り組んできました。

しかしながら、本町の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化、担い手及び後継者の不足、米価格

の低迷による農業者の生産意欲の低下などにより年々厳しさを増しています。また、イノシシ、サル、シカ

といった有害鳥獣対策では、生息域・行動範囲が拡大しているため、捕獲や防護柵の設置といった各種

対策が被害額の軽減につながっていない状況にあります。

こうしたことから、本町の農林業を振興していくためには、農業生産基盤の維持・管理や集約化により

生産性の向上を図るとともに、新たな担い手や認定農業者の育成、タケノコなどの地域特産物の活用に

よる高付加価値化、有害鳥獣対策の強化等によって、農業経営の安定・強化を図る必要があります。

■農家数の推移 ■鳥獣被害

570570

92 110 112 81
78 50 37 73

856
685

543
416

H7年 H12 年 H17年 H22 年

専 業 第１種兼業 第２種兼業

（戸）

1,026

845

692

資料：農林業センサス、世界農林業センサス
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資料：農林業センサス、世界農林業センサス

（平成 24 年度）

鳥獣の種類 被害品目 被害額
（千円）

被害面積 
（ha）

ニホンザル 水 稲、 野 菜、
果樹他 1,848 6.90

ニホンジカ 水 稲、 野 菜、 
タケノコ他 2,294 10.30

イノシシ 水 稲、 野 菜、 
タケノコ他 7,924 24.10

ハクビシン 野菜、果樹他 21 0.10
アライグマ 野菜、果樹他 27 0.15

資料：産業振興課
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基本方針

● 地域特産物を活かした商品開発、流通機能の強化、地域の中核的な担い手の育成などにより、農業の

付加価値向上を図ります。

● 捕獲者の増員、情報共有による広域・効率的な防護柵の設置などにより、有害鳥獣対策を強化します。

施策の体系

施策の内容

2-1-1　農業生産基盤の維持・管理

昨今の米価低迷等により、生産者の意欲が低下しているため、農業生産基盤を維持・保全し、農業

生産環境を良好にすることにより、採算のとれる農業へとシフトして生産者の意欲の改善に努めます。

2-1-2　農業後継者、中核的担い手の確保・育成及び生産組織の育成

農業後継者や新規就農者等の確保育成を図るため、ＵＩＪターン者等の就農希望者の掘り起こし、農業

者の研修や交流会等での相談・指導体制の強化に努めます。また、将来的に本町の農業を支える企業的

経営感覚を持つ中核的農家及び生産組織の育成や農業生産法人の誘致に努めます。 

2-1-1　農業生産基盤の維持・管理

2-1-2　農業後継者、中核的担い手の確保・育成及び生産組織の育成

2-1-3　生産性の向上推進

2-1-4　地域特産物の開発・育成及び流通体制の充実と消費の拡大

2-1-5　有害鳥獣等への対策の強化

2-1-6　計画的な森林の整備や保護と総合利用

2-1-7　特用林産物等の生産振興　

2-1　農林業
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2-1-3　生産性の向上推進

農業事務所やＪＡなど関係機関・団体との連携の下、技術指導や支援体制の強化を図り、効率的な生産

技術の導入、関係施設の整備及び有効利用の促進に努めます。

2-1-4　地域特産物の開発・育成及び流通体制の充実と消費の拡大

消費者のニーズや地域特産性に即した新作物や新品種の研究・導入及びその産地化を促進するほか、

農畜産物の加工体制の充実を進め、既存加工特産品の生産拡大及び新たな加工特産品の開発に努めます。

また、既存の流通ルートの一層の充実を進めるほか、道の駅たけゆらの里をはじめ観光・交流関連施設や

商店等との連携強化、地場産品の消費拡大を推進し、流通・販売体制の拡充に努めます。

2-1-5　有害鳥獣等への対策の強化

農林産物へ被害をもたらすサル、シカ、イノシシなどの有害鳥獣や山ビルの有効な駆除対策について

関係機関と協力し、その強化に努めます。

2-1-6　計画的な森林の整備や保護と総合利用

林道・作業道の維持・管理を推進するとともに、森林組合等との連携により、森林所有者の合意形成を

図りながら、森林施業の共同化や委託を促進し、計画的な森林施業を行います。また、国土の保全や水源

のかん養、地球環境の保全の視点に立ち、森林の保全及び育成、治山対策の推進に努めるとともに、森林浴、

体験学習、レクリエーションの場として活用し、森林空間の総合的利用に努めます。

2-1-7　特用林産物等の生産振興

タケノコやシイタケ等の特用林産物について、生産・加工・流通体制の充実を支援し、生産の安定と生産

性の向上を進めていくとともに、竹を活用した特産品の開発・育成に努めます。

成果指標

指　標 現状値 目標値

認定農業者数
23人

（平成 26 年度）
28人

（平成 32 年度）

鳥獣被害額
11,568千円

（平成 26 年度）
6,941千円

（平成 32 年度）
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2-2 商　業

現状と課題

本町の商業は、大多喜城下商店街、中野商店街、国道 297 号沿いの商業施設を中心に集積しています。

これまで、街並み整備事業を活用したポケットパークや集客施設の建設、一般住宅の外観修景を進めてきた

ほか、商工会を中心としてプレミアム商品券の発行やポイントカード等導入による消費喚起策を行ってきまし

たが、大型店への顧客流出、少子高齢化、消費者ニーズの多様化・高度化が進むとともに、商業者の高齢化・

後継者不足といった課題もあり、商業環境は厳しく、事業所数や商品販売額が減少しています。

地域の生活利便性の維持、雇用の確保、交流人口の増加といった点において商業機能を維持することが

不可欠であることから、町と商工会や商店街、観光分野との連携強化などにより、商業の魅力向上を図る

ことが求められています。

■事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移
　（飲食店を除く）

■統一的な景観の街並み

卸　売　業 小　売　業

年 /
区分

事業所数
（事業所）

従業者数
（人）

年間 
販 売 額

（百万円）

事業所数
（事業所）

従業者数
（人）

年間 
販 売 額

（百万円）

H6 年 22 204 7,689 206 720 13,164

H9 年 15 168 6,767 200 773 13,950

H14 年 17 154 3,834 208 958 13,941

H19 年 25 219 7,560 179 857 11,168

H24 年 14 68 1,384 108 680 9,047

資料： 商業統計調査（H6 年～ H19 年）、経済センサス（H24 年）
（注） 商業統計調査（H19 年まで実施）と経済センサス（H21年より

実施）は、調査手法が異なることから時系列比較はできない。
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基本方針

● 地域の身近な商店のにぎわい創出に向け、プレミアム商品券の発行を継続的に行うことなどにより商業

経営の近代化を目指します。

● 商業の核となる商工会に対し、補助金による支援を行い商業団体の強化を図ります。

施策の体系

施策の内容

2-2-1　商店街の環境整備【重点】

大多喜城下商店街は、街並み整備事業を活用し、商店街の環境整備を引き続き行うことにより、地域

全体での魅力向上を目指します。

また、中野商店街においては、駅周辺の環境整備を行い駅施設や観光施設と一体となった環境整備を

目指します。

2-2-2　商業経営の近代化の促進【重点】

多様化する消費者ニーズに応えるべくポイントカードを発行するとともに、地域産品の活用、地域が求め

る特色ある商店街づくり、インターネットの活用などにより商業経営の近代化を図ります。

2-2-3　商業団体の育成・強化【重点】

既存商店に対し商工会と連携し、人材育成、情報発信の強化などの支援を行うことにより、地元商店の

活性化、商業団体の育成・強化を目指します。

2-2-1　商店街の環境整備【重点】

2-2-2　商業経営の近代化の促進【重点】

2-2-3　商業団体の育成・強化【重点】

2-2　商　業
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成果指標

指　標 現状値 目標値

年間商品販売額
9,047 百万円

（平成 26 年度）
9,360百万円

（平成 32 年度）
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2-3 工　業

現状と課題

本町では、企業誘致奨励制度による企業誘致及び立地企業の規模拡大への支援、立地企業との連携

強化などを通じて工業振興を推進してきましたが、経済のグローバル化や、少子高齢化に伴う国内需要の

縮小などにより、工業の事業所数及び従業者数は減少傾向が続いています。

そのため、町・商工会・企業連絡協議会との連携を強化し、立地企業の経営安定化を支援していくとともに、

起業家の養成、特産品等を活用した新たな産業づくり、町内遊休地の把握及び関係機関との連携による

企業誘致に向けた取り組み等を進める必要があります。

■製造品出荷額 ■製造業事業所数・従業者数の推移

資料：工業統計表
（注）従業員4人以上の事業所

資料：工業統計表

1,8541,854
2,141

1,542

2,452

2,124

H21年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年

資料：工業統計表
（注）従業員4人以上の事業所
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資料：工業統計表
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基本方針

● 商工会、企業連絡協議会と連携を図り、既存企業の体質強化を目指します。

● 遊休地を把握し、企業の誘致を目指します。

● 豊富な地域資源を生かした産業づくり、特産品づくりを目指します。

施策の体系

施策の内容

2-3-1　既存企業の体質強化【重点】

商工会、企業連絡協議会と連携を密にし、企業が望む経営支援の実施、操業環境の安定化に向けた

支援などにより、既存企業の体質強化を図ります。

2-3-2　企業の誘致【重点】

遊休地を把握することで町内の工業用地を確保するとともに、工業団体との連携を強化することにより

企業の誘致に努めます。

2-3-3　産業開発支援機能の整備【重点】

国、県等の産業開発支援制度の周知、活用促進に努め、農地等を生かした新たな産業創出、特産品

づくりを目指します。

2-3-1　既存企業の体質強化【重点】

2-3-2　企業の誘致【重点】

2-3-3　産業開発支援機能の整備【重点】

2-3　工　業
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成果指標

指　標 現状値 目標値

企業事業所数
25 社

（平成 25 年度)
27 社

（平成 32 年度）

企業従業者数
826人

（平成 25 年度）
846人

（平成 32 年度）
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2-4 観　光

現状と課題

本町は、県立自然公園に指定された養老渓谷、麻綿原高原等の豊かな自然環境や、歴史的価値のある

建造物が残る旧大多喜城下町、県民の森などのレクリエーション施設、タケノコに代表される特産品など、

豊富な観光資源に恵まれています。

本町ではこれまで、町営駐車場の整備、街並み整備、観光センターなどの拠点整備、街並みボランティア

ガイドの開設、案内人の体制強化、中房総観光推進ネットワーク協議会や外房観光連盟等による広域連携

での観光ＰＲ、道の駅「たけゆらの里おおたき」での他産業と連携した観光イベントなどの取り組みを実施

してきました。

本町の人口が減少する中、観光振興による交流人口の増加は、商業・サービス業を中心とした産業の

活性化、地元住民との交流機会の増加、新たな雇用の創出などにつながることが期待されます。

本町に多くの観光客を呼び込むためには、町全体を案内できるボランティアガイドの養成、観光拠点や

商業・サービス事業所での人材育成、案内板等のハード整備、他産業や周辺地域と連携した情報発信や

特産品の活用などに取り組む必要があります。

■観光入込客数

資料：産業振興課

1,042,791

941,913 964,850941,913
879,492

964,850
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資料：産業振興課

■お城まつり風景
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基本方針

●関係団体との連携、町民ボランティアの育成、道の駅「たけゆらの里おおたき」等の他産業との連携など

により、既存観光資源の磨き上げや観光拠点の整備を進めます。

●「中房総観光推進ネットワーク協議会」や「外房観光連盟」などの市町村の枠を越えた広域観光体制の

充実を図ります。

●大多喜お城まつりや産業まつりなど、町をＰＲするイベントの充実を図ります。

施策の体系

施策の内容

2-4-1　既存観光・レクリエーション拠点の充実【重点】

町営駐車場や観光案内所等の既存観光施設の更なる充実、景観整備補助金を活用した歴史的建造物の

保存・修景などにより、観光資源の魅力向上を目指します。

2-4-1　既存観光・レクリエーション拠点の充実【重点】

2-4-2　新たな観光・レクリエーション拠点の形成【重点】

2-4-3　広域観光体制の充実【重点】

2-4-4　祭り・イベント等の充実・活用【重点】

2-4-5　ＰＲ活動の強化と観光案内板の整備【重点】

2-4-6　ホスピタリティー（もてなしの心）醸成運動の全町的展開【重点】

2-4-7　他産業との連携による観光関連事業の推進【重点】

2-4　観　光
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2-4-2　新たな観光・レクリエーション拠点の形成【重点】

大塚山自然公園を中心とした新たな観光拠点づくりに努め、中野駅周辺地域の活性化を図ります。

2-4-3　広域観光体制の充実【重点】

県観光協会、中房総観光推進ネットワーク協議会、外房観光連盟等の市町村を越えた観光ＰＲにより、

観光情報の広域発信を図ります。

2-4-4　祭り・イベント等の充実・活用【重点】

大多喜お城まつり、もみじまつり、たけのこまつりなどを充実させることにより、房総地域を代表する

祭りとしての地位を確立し、地域の活性化を図ります。

2-4-5　ＰＲ活動の強化と観光案内板の整備【重点】

ホームページや観光パンフレットを充実させ観光情報の発信を高めるほか、老朽化した看板の修繕や

新たな看板の設置により、受け入れ態勢の整備を図ります。

2-4-6　ホスピタリティー（もてなしの心）醸成運動の全町的展開【重点】

現在、大多喜地区の旧城下町を中心に体制強化を進めているボランティアガイドについて、町全体を見据

えたボランティアガイドの養成に努めていきます。

2-4-7　他産業との連携による観光関連事業の推進【重点】

道の駅「たけゆらの里おおたき」や養老渓谷観光センター等と連携を図り、道の駅祭りやもみじまつり等

のイベントを充実させ、他産業と連携した観光関連事業を推進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

観光入込客数
788,169人

（平成 26 年度）
1,034,000人

（平成 32 年度）
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2-5 雇用・結婚

現状と課題

本町では、人口減少が続いていますが、若年層の町外への流出と出生率の低迷がその主因となっています。

若年層の転出を防止するとともにＵＩＪターンを促進するためには、雇用の場を確保することが重要であ

り、まちづくりアンケートにおいても、定住促進のために力を注ぐべきこととして「企業誘致等により働く場

を増やす」という回答が最も多くなっています。

一方、本町の合計特殊出生率は、全国や千葉県の水準を下回って推移していますが、出生率低迷の背景

には、未婚者の増加、晩婚化や晩産化の進行があることから、出生率の改善や定住人口の確保に向けて、

住民の結婚を支援する取り組みを推進していくことが求められています。

■婚活イベント実施回数及び
　カップル成立数・成立率

■町内の企業

年度 開催数 参加 
人数 成立数 成立率

H23 年度
① 79 人 10 組 12.7% 
② 41 人 4 組 9.8% 
③ 21 人 2 組 9.5% 

H24 年度
① 37 人 6 組 16.2% 
② 37 人 4 組 10.8% 

H25 年度
① 36 人 9 組 25.0% 
② 31 人 6 組 19.4% 

H26 年度
① 38 人 8 組 21.1% 
② 56 人 10 組 17.9% 

1回当たり平均 42 人 6.5 組 15.7% 
資料： 企画財政課

（注） Ｈ26 年度第1回までは町主催、Ｈ26 年度第
2回は民間団体主催　　
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基本方針

● 定住人口の確保に向けて、雇用対策や結婚支援を推進します。

施策の体系

施策の内容

2-5-1　雇用機会の確保と地元就職の促進【重点】

企業等の町内への立地や規模拡大を促進する各種の産業支援施策を推進し、雇用機会の確保を図るほ

か、ハローワークや町内事業者、商工団体、近隣自治体等との連携の下、求人情報の収集・提供や事業者の

採用活動の支援等を行うことにより、地元就職やＵＩＪターンを促進します。

2-5-2　結婚促進のための支援施策の推進【重点】

男女の出会いの場の創出・拡充を図るため、各種イベントの開催や継続的に男女が集う拠点づくり等に

取り組むとともに、結婚後の本町への定住促進を図ります。

成果指標

指　標 現状値 目標値

婚活イベントカップル成立率
16％

（平成 23 ～ 26 年度）
20％

（平成 28 年度以降）

2-5-1　雇用機会の確保と地元就職の促進【重点】

2-5-2　結婚促進のための支援施策の推進【重点】

2-5　雇用・結婚
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2-6 消費者

現状と課題

商品・サービスの多様化・複雑化や事業者と消費者の情報格差の拡大、電子商取引の普及等を背景として、

偽装・不正表示や悪徳商法、クレジットカードの不正使用など、様々な手口により被害に遭う消費者が増加

しています。

こうした中、消費生活に関するトラブルを未然に回避するためには、消費者は多様な知識を身に付けて

おくことが必要であり、自治体には関係機関と連携を図りながら消費者教育や情報提供を実施していくこと

が求められています。

また、住民が消費トラブルに巻き込まれた際には、問題解決に向け専門的な支援が必要となることから、

相談体制の整備充実が求められます。

■大多喜城下商店街
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基本方針

● 町民が安心して消費生活を送れるよう、消費者教育の推進や消費者意識の高揚を図るとともに、相談

体制の充実に努めます。

施策の体系

施策の内容

2-6-1　消費者教育・啓発の推進

消費者セミナー等の開催により、消費をめぐる環境変化に対応した消費者教育を展開するとともに、

広報紙やポスター・パンフレット等を活用して、町民の消費者問題に対する意識の啓発に努めます。

2-6-2　相談体制の充実

様々なトラブルの相談に適切かつ迅速に対応できるよう、関係機関との連携の下、相談員の知識・情報

の習得を促進するなど、相談体制の充実を図ります。

2-6-1　消費者教育・啓発の推進

2-6-2　相談体制の充実

2-6　消費者
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 基本目標3 生活基盤
～誰もが住みやすい 安全・安心・便利なまちをつくる

3-1　土地利用

3-2　住宅・宅地

3-3　公共交通

3-4　道　路

3-5　情報通信

3-6　消防・防災

3-7　交通安全・防犯
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3-1 土地利用

現状と課題

土地は、限られた資源であるとともに、地域づくりの最も基本的な要素であることから、地域の発展の

ために有効に利用していくことが求められます。

また、人口減少が続く本町にとって、定住・交流人口の維持・拡大を目指した積極的な土地利用は喫緊

の課題です。

そのため、首都圏中央連絡自動車道をはじめとする広域的な交通ネットワークの整備進展による地域構

造の変化に対応するとともに、環境保全と民間事業者による土地利用の総合的な調整に努めながら、町の

持続的な発展に資する、将来を見据えた土地利用を推進していく必要があります。

一方、本町では、土地の適正かつ有効な利用を促進するため、地籍調査 12 に取り組んできましたが、

事業の進捗率が低く、完了までに長い年数を要することが懸念されています。地籍調査は、災害復旧対策

としての位置づけが重視されていることも踏まえ、事業を計画的に推進することが求められます。

12 地籍調査：地籍とは、土地に関する戸籍のことで、地籍調査とは、一筆（土地登記簿の一区画）ごとの土地の所有者
や地番、地目、境界を確認するとともに、面積を測量し、正確な地籍図・地籍簿を作るための調査である。

（4月1日現在） （k㎡）
年度

区分
H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27年度

田 12.57 12.56 12.54 12.49 
畑 3.81 3.81 3.80 3.80 

宅　地 3.64 3.64 3.64 3.64 
池　沼 0.28 0.28 0.28 0.28 
山　林 44.32 44.33 44.35 44.31 
原　野 14.88 14.88 14.88 14.85 
雑種地 5.84 5.84 5.85 5.87 
その他 44.50 44.50 44.50 44.63 
合　計 129.84 129.84 129.84 129.87 

資料：総務省　土地に関する概要調書報告書

（平成 27年４月１日現在） （k㎡）

町面積① 129.87 

調査不要面積②
国有林 21.81 

法19 条 5 項指定※ 0.71 
計 22.52 

要調査面積　③＝①-② 107.35 
調査済面積　④ 14.98 
未調査面積　⑤＝③-④ 92.37 

※ 法19 条 5 項指定：国土調査法では、土地に関す
るさまざまな測量・調査の成果について、その精
度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当
該成果を国土交通大臣等が指定することにより
国土調査の成果と同様に取り扱うことができる。

資料：建設課

■土地地目別面積 ■地籍調査進捗状況
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基本方針

● 環境保全に配慮しながら、町の持続的な発展に効果的な土地利用を推進します。

●土地の適正かつ有効な利用を促進するため、地籍調査を計画的に推進します。

施策の体系

施策の内容

3-1-1　計画的な土地利用の推進【重点】

本町を取り巻く環境変化を踏まえ、土地利用構想による、土地の有効利用を推進します。

3-1-2　有効な土地利用への誘導【重点】

住民や事業者等に対し、法令に基づく規制を周知するとともに、空き地等の遊休地を把握し、有効に

活用されるよう誘導します。

3-1-3　未利用町有地等の活用

現在活用されていない町有地については、活用方法等を検討し、効果的な利用を推進します。

3-1-4　地籍調査の推進

地籍調査に関する実施計画を策定するとともに、国土調査法第 10 条第 2 項に基づき委託業務の見直し

を行うことにより、事業を計画的に推進します。

3-1-1　計画的な土地利用の推進【重点】

3-1-2　有効な土地利用への誘導【重点】

3-1-3　未利用町有地等の活用

3-1-4　地籍調査の推進

3-1　土地利用
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成果指標

指　標 現状値 目標値

地籍調査実施済み面積
14.98k㎡

（平成 26 年度）
29.24k㎡

（平成 32 年度）



第
1
編
　
序 

論

第
2
編
　
基
本
構
想

第
3
編
　
前
期
基
本
計
画

87

 

基
本
目
標
3
生
活
基
盤

～
誰
も
が
住
み
や
す
い 

安
全
・
安
心
・
便
利
な
ま
ち
を
つ
く
る

3-2 住宅・宅地

現状と課題

良質な住宅や宅地の確保は、町民の快適な暮らしの基盤となるとともに定住促進に資する重要な取り組み

です。まちづくりアンケートにおいても、定住促進のために注力すべきこととして「購入・賃借しやすい住宅や

住宅地を整備する」という回答が上位となっています。

本町では、平成８年以降、町内３か所に宅地を整備し、平成 27 年４月１日現在、64 区画が分譲済みですが、

未分譲区画があることから、住宅建設や宅地取得に関する支援制度の利用促進を図るなどして、早期に分譲

を完了させることが求められます。

町営住宅については、老朽化が進んでおり、適切な維持・管理を計画的に行い、長寿命化を図ることが

必要です。

移住の促進に向けては、これまで行ってきた空き家の活用や移住者の定着支援等を、より一層強化すると

ともに、若者の定住化に向けた取り組みや民間活力の導入による住宅・宅地の整備を検討していくことが求め

られます。

■定住化対策住宅助成金の利用件数 ■ 空き家バンク登録件数・移住相談件数の
推移
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資料：建設課
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基本方針

● 良好な住環境の創出・保全に努めるとともに、定住を支援する取り組みの充実を図ります。

施策の体系

施策の内容

3-2-1　分譲地の販売促進【重点】 

各種支援制度の周知や民間活力の活用により、未分譲地の販売促進を図るとともに、条件が不利な

未分譲地の活用方策を検討します。

3-2-2　住宅建設・宅地取得に関する支援制度の利用促進【重点】

宅地の取得や住宅の建設に関わる支援制度について、制度の見直しやＰＲを図り利用を促進することに

より、町民の転出抑制及び移住者の増加を図ります。

3-2-3　住環境拡充の推進【重点】

住環境の拡充を効果的かつ効率的に進めるため、若者の定住化に向けた住宅や宅地の整備を図ると

ともに民間活力を導入することを検討し、推進します。

3-2-4　町営住宅の整備【重点】

老朽化が進む町営住宅は、交換時期を迎える施設・設備等について計画的な修繕・改修を施すことに

より長寿命化を図ります。

3-2-1　分譲地の販売促進【重点】

3-2-2　住宅建設・宅地取得に関する支援制度の利用促進【重点】

3-2-3　住環境拡充の推進【重点】

3-2-4　町営住宅の整備【重点】

3-2-5　空き家を活用した移住促進【重点】

3-2-6　移住者と地域住民との交流促進【重点】

3-2　住宅・宅地
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3-2-5　空き家を活用した移住促進【重点】

空き家情報の収集や所有者に対する空き家提供の働きかけを強化することにより、空き家バンク登録

物件数を増加させるとともに、空き家の所有者・利用者それぞれを支援する制度の充実を図ることにより、

空き家を利用した移住者の増加を目指します。

3-2-6　移住者と地域住民との交流促進【重点】

定期的に移住者懇談会を開催することにより、移住者と地域住民の双方が快適に暮らせる地域づくりや

移住者の定着を促進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

未分譲区画数
13 区画

（平成 26 年度)
0 区画

（平成 32 年度）

定住化対策住宅助成金（基本補助）の年間利用件数
17件

（平成 26 年度）
20 件

（平成 28 年度以降）

空き家バンクの年間登録件数
5 件

（平成 26 年度）
10 件

（平成 28 年度以降）

移住者懇談会の年間開催数
2 回

（平成 26 年度）
2 回

（平成 28 年度以降）
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3-3 公共交通

現状と課題

本町では、公共交通機関として、いすみ鉄道と小湊鉄道が横断し、外房と内房を結ぶとともに民間事

業者による路線バスが運行しているほか、高速バスが東京湾アクアライン経由で本町と東京とを結んで

います。また、町では、福祉タクシー事業や外出支援サービスを実施しているほか、小学校のスクールバス

を運行しており、町民の移動手段として活用されています。

こうした交通機関は住民生活や経済活動の基盤となるものですが、住民意識調査の結果を見ると、本町

の交通の便に対する住民の満足度は著しく低くなっており、改善が求められます。

いすみ鉄道や路線バスについては、少子高齢化や人口減少、自家用車の普及により利用者の減少が続い

ており、厳しい経営状態にあるため、引き続き利用者増加に向けた取り組みや路線維持に向けた支援が求

められます。

また、首都圏中央連絡自動車道の整備が進展し、本町と都心との時間距離が短縮されたことから、これ

を追い風に高速バスの利便性を向上させ、人口の流出抑制や定住・交流人口の流入促進につなげていくこ

とが必要です。

町内においては、今後さらなる高齢化の進行を見据え、各地域の状況やニーズに対応した交通体系を

整備していくことが求められます。

■町内バス路線運行方向 ■本町と東京とを結ぶ高速バス

資料：企画財政課

 １．市原・牛久方面
 ２．市野々・茂原方面
 ３．睦沢・一宮方面
 ４．佐野・勝浦方面
 ５．中野駅・筒森方面
 ６．粟又方面
 ７．養老渓谷駅方面
 ８．平沢循環
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基本方針

● 既存の公共交通機関を支援することにより、その維持・確保に努めます。

●高速バスの利便性の向上を図ります。

●交通事業者と連携しながら、町内の総合交通体系の整備を推進します。

施策の体系

施策の内容

3-3-1　公共交通機関の維持・確保

関係機関と連携しながら、公共交通機関を支援し、その維持に努め、地域の交通利便性を確保します。

3-3-2　高速バスの利便性の向上

首都圏中央連絡自動車道や東京湾アクアラインを経由する高速バスについて、新規路線の開設等により

利便性の向上を図り、通勤・通学のための利用や観光目的による利用を促進します。

3-3-3　町内総合交通体系の整備

既存の公共交通機関や行政による各種移動サービスの有用性を評価・検証するとともに、交通事業者と

の連携の下、地域の状況や住民ニーズに対応した町内の総合交通体系の整備を推進します。

3-3-1　公共交通機関の維持・確保

3-3-2　高速バスの利便性の向上

3-3-3　町内総合交通体系の整備

3-3　公共交通
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成果指標

指　標 現状値 目標値

新規高速バス路線の一日平均利用客数
—

（平成 26 年度）
144人

（平成 32 年度）

町内路線バス運行路線数
8 路線

（平成 26 年度）
8 路線

（平成 32 年度）
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3-4 道　路

現状と課題

本町の道路網は、平成 27 年４月１日現在、国道２路線、県道８路線、町道 518 路線で構成されています。

主な幹線道路は、富津市から君津市・養老渓谷を経ていすみ市に至る国道 465 号が東西軸を形成し、

市原市を経由し本町及び勝浦市に至る国道 297 号が南北軸を形成しています。平成 25 年に首都圏中央

連絡自動車道・市原鶴舞インターチェンジの供用が開始されるなど、神奈川県や東京都からの交通アクセス

が改善され、この効果を本町経済の活性化に生かすためには、関係自治体との連携の下、国道 297 号や

465 号等の幹線道路の整備充実を関係機関に要請していく必要があります。

町道については、幹線道路との連係や安全性・利便性に配慮した整備計画を策定した上で、計画的に

整備を進めることが求められます。町内道路網の整備に取り組む際は、住民の状況やニーズを十分に考慮

するとともに、道路インフラの老朽化に伴い維持修繕経費の増加が見込まれることから、長寿命化の観点

を踏まえた対応が必要となります。

■未改良路線の現状■規格改良済延長の推移

年度 路線数 実延長 規格改良
済延長

規格改良
済率

H22年度 513 247,848m 145,156m 58.57%
H23年度 513 247,844m 145,392m 58.66%
H24 年度 513 247,805m 145,996m 58.92%
H25年度 513 247,805m 145,996m 58.92%
H26 年度 518 251,254m 148,211m 58.99%

資料：建設課
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基本方針

● 国・県道の整備促進について、関係自治体等との連携の下、関係機関に対し積極的に要請します。

● 道路整備計画を策定し、安全で快適な道路網の計画的な整備を推進します。

施策の体系

施策の内容

3-4-1　国・県道の整備促進

国・県道の未整備区間について、関係自治体・機関と連携を取りながら、早期整備を関係機関に積極的

に要請していきます。

3-4-2　道路整備計画の策定

住民からの要望等も踏まえ、全町的な道路整備計画を策定し、町内道路網の整備を計画的に推進します。

3-4-3　重要構造物の適切な維持・管理

橋梁やトンネル等の重要構造物について、予防的な修繕による長寿命化や計画的な更新に取り組むこと

により、維持・管理経費の縮減を図るとともに安全性・信頼性を確保します。

3-4-4　集落内道路の未整備路線の計画的な整備

集落内の未整備路線の計画的な整備に向け、関係地区内の合意形成と用地提供の促進を図ります。

3-4-1　国・県道の整備促進

3-4-2　道路整備計画の策定

3-4-3　重要構造物の適切な維持・管理

3-4-4　集落内道路の未整備路線の計画的な整備

3-4　道　路
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成果指標

指　標 現状値 目標値

道路整備計画の策定
計画なし

（平成 26 年度）
策定完了

（平成 30 年度）

集落内未整備路線延長
101,809m

（平成 26 年度）
100,000m

（平成 32 年度）
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3-5 情報通信

現状と課題

高度情報化が急速に進展する中、本町では町内全域に光ファイバーケーブルを敷設し、事業者により

情報通信サービスが提供されています。今後は、更に加入者の増加を図るとともに、この情報通信サービス

が有効に活用されることが求められます。

高度情報化に対応した人材の育成に向けては、小学校に情報教育に適したシステムやソフトウエアを導入

し、各学年に応じた目標を設定した上で、理科や総合的学習、各教科における調べもの等に活用して

いますが、児童の理解度に差が生じることのないよう、指導者の習熟度向上に努めることが求められます。

本町では、平成 20 年から防災行政無線の供用を開始しており、戸別受信機の配備に加え、屋外放送

施設を設置しています。移動系の防災行政無線については、アナログシステムのため、デジタル化について

検討する必要があります。

■光情報通信サービス加入件数の推移
　（屋外子局･戸別受信機）

■防災行政無線

211
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1,533
1,682

1,8491,849
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（件）

資料：企画財政課
資料：企画財政課
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基本方針

● 高度情報化に対応した情報通信環境の整備、人材育成を推進します。

● 防災行政無線の維持・改善に努めます。

施策の体系

施策の内容

3-5-1　情報通信網を利用した地域情報化の推進

光ファイバーケーブルによる情報通信サービスの新規加入者を拡大し、地域の情報化を推進します。

3-5-2　高度情報化に対応した人材の育成

学校教育の場において、良質な情報教育環境を維持するとともに指導者の習熟度向上に努め、児童の

情報活用能力の向上を促進していきます。

3-5-3　防災行政無線の維持・管理

防災行政無線設備について、定期的なメンテナンスを行うなど適正な維持・管理に努め、移動系システム

の更新については、費用対効果に留意しながら計画的に取り組みます。

成果指標

指　標 現状値 目標値

光ファイバーケーブルによる情報通信サービスの
加入件数

1,849 件
（平成 26 年度）

2,100 件
（平成 32 年度）

3-5-1　情報通信網を利用した地域情報化の推進

3-5-2　高度情報化に対応した人材の育成

3-5-3　防災行政無線の維持・管理

3-5　情報通信
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3-6 消防・防災

現状と課題

本町では、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部及び勝浦消防署大多喜分署が設置されているほか、

八声地先にドクターヘリ専用の離着陸場が整備されています。こうした常備消防・救急体制は、本町の消防・

防災施策の基盤となるものであり、適切に維持・運営していくことが求められます。

一方、核家族化や若年層の流出、個人の価値観の多様化が進む中で、地域において人と人とがつながり、

助け合いながら地域をより住みやすくしていこうとする地域社会の機能が低下しています。地域の防災体制

の要である消防団は、従来の地縁に基づく団員確保が難しくなっているほか、日中、活動できる消防団員

の不足や幹部役員の後継者不足等が問題となっているため、消防団機能を維持しつつ、組織の再編を進め

ていく必要があります。また、大規模災害時等に重要な役割を果たす自主防災組織は、平成 26 年度末に

おける組織率が 14％にとどまっており、設立の推進が求められます。

山間部を中心とした土砂災害への備えとしては、関連法令や大多喜町地域防災計画に基づいて、ソフト・

ハード両面から対策に取り組む必要があります。

■救助資機材搭載型小型動力ポンプ積載車■消防団員数の推移
定数400 定数400 定数 380 定数 380 定数 380

366 361 353 345 346

91.5% 90.3% 92.9% 90.8% 91.1%91.5% 90.3% 92.9% 90.8% 91.1%

300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

Ｈ22 年度 Ｈ23年度 Ｈ24 年度 Ｈ25年度 Ｈ26 年度

定数 実団員数 充足率

（人）

資料：総務課資料：総務課 
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基本方針

● 常備消防・救急体制の適切な維持・運営により、本町の消防・防災基盤を確立します。

● 消防団機能の確保や自主防災組織の設立推進、防火・防災意識の高揚等により、地域の防災力を

向上させます。

施策の体系

施策の内容

3-6-1　常備消防・救急体制の適切な維持・運営

広域連携により整備が完了した常備消防・救急体制について、連携する自治体との協力の下、適切に

維持・運営します。

3-6-2　消防団機能の確保

消防団は、消火活動だけでなく、防災体制の中核的存在として様々な活動を担っているため、機能別

消防団員 13 や消防団協力事業所表示制度 14 の積極的活用のほか、広報紙やホームページを通じたＰＲ

により、団員確保に努めるとともに施設や資機材の適切な管理により、消防力を維持し、安全・安心なま

ちづくりのための体制を整備します。

3-6-1　常備消防・救急体制の適切な維持・運営

3-6-2　消防団機能の確保

3-6-3　地域防災力の向上

3-6-4　土砂災害危険箇所対策の推進

3-6　消防・防災

13 機能別消防団員：特定の消防団活動にのみ従事する消防団員のこと。
14 消防団協力事業所表示制度：従業員が消防団に入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい活動環境を整備して

いる事業所を認定する制度で、認定された事業所は、「消防団協力事業所」の表示証を社屋や自社ホームページ等に
掲示できる。
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3-6-3　地域防災力の向上

広大な面積を有する本町において、大規模災害発生時には公的支援（「公助」）が入るまでは相当な時間

を要するため、「自助」、「共助」の考え方を浸透させ、自主防災組織の設立を推進するなど、地域防災力

の向上を図ります。

3-6-4　土砂災害危険箇所対策の推進

「土砂災害危険箇所」として抽出された地域について、「土砂災害警戒区域」や「急傾斜地崩壊危険区域」

等への指定、危険の周知や警戒避難体制の整備、住宅等の新規建設の抑制、急傾斜地等を保全するため

の対策工事を関係機関に要望します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

消防団員数
346人

（平成 26 年度）
346人

（平成 32 年度）

自主防災組織の設置数
9 か所

（平成 26 年度）
20 か所

（平成 32 年度）
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3-7 交通安全・防犯

現状と課題

自動車保有台数の増加や首都圏中央連絡自動車道の開通等を背景に、本町では、町内の国道等の幹線

道路を中心に交通量が増加しており、交通事故発生の危険が増しています。近年では、高齢化の進行に伴い、

高齢者が交通事故の被害者や加害者になるケースが増加していることから、こうした状況も踏まえて、引き

続き関係機関と連携した取り組みや、町道の安全対策施設の整備など、効果的な交通安全対策を講じて

いく必要があります。

一方、社会の多様化や地域のつながりの希薄化、犯罪の巧妙化等を背景として、人々が犯罪に巻き込

まれやすい環境となっており、特に高齢者を狙った詐欺事件は依然として多くなっています。さらなる犯罪

抑止力の向上を図るためには、関係機関との連携の下、防犯知識の普及や防犯意識の啓発、地域の防犯

環境の見直し・整備等の取り組みを推進していくことが求められます。

■交通事故発生件数等の推移 ■歩道や標識が整備された船子交差点

資料：千葉県警交通統計
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交通事故負傷者数（左軸） うち高齢者（左軸）

交通事故死者数（左軸） うち高齢者（左軸）

交通事故発生件数（右軸） うち高齢者（右軸）

（件）（人） （大多喜町内）

資料：千葉県警交通統計
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基本方針

● 関係機関との連携の下、啓発活動や施設整備等を推進し、交通事故や犯罪が起きにくい安全・安心

なまちをつくります。

施策の体系

施策の内容

3-7-1　交通安全意識の啓発

警察や交通安全協会等の関係機関との連携の下、安全・安心なまちづくりに関する知識の普及に努め、

交通安全教室の開催や交通安全キャンペーンなどの広報啓発活動を行います。

3-7-2　交通安全施設の整備

町道の交通事故多発地点や危険箇所を特定した上で、住民からの要望も踏まえて、区画線や反射板、

ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設を計画的に整備します。

3-7-3　防犯意識の啓発

警察や防犯組合連合会等の関係機関との連携の下、防犯に関する広報啓発活動を実施するほか、迅速な

情報提供に努めます。

3-7-4　防犯灯の適正設置

防犯灯の設置基準を明確にするとともに、住民からの要望による新たな防犯灯の設置に当たっては、

現地を調査した上で適正に設置します。

3-7-1　交通安全意識の啓発

3-7-2　交通安全施設の整備

3-7-3　防犯意識の啓発

3-7-4　防犯灯の適正設置

3-7　交通安全・防犯
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成果指標

指　標 現状値 目標値

交通事故発生件数
48 件

（平成 26 年度）
32 件

（平成 32 年度）

防犯灯新規設置件数
0 基

（平成 26 年度）
毎年度 2 基増

（平成 28 ～ 32 年度）
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基本目標4 生活環境
～豊かな水と緑に囲まれた 快適なまちをつくる

4-1　環境保全

4-2　公園・緑地・水辺

4-3　上水道・汚水処理

4-4　環境衛生
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4-1 環境保全

現状と課題

まちづくりアンケートの結果を見ると、今後のまちづくりの方向を「環境保全のまち」とする回答が最も多く、

町民の環境に対する関心は高くなっていますが、本町では、地球温暖化問題への対応や身近な環境美化、

自然環境の保全、水質汚濁対策、土壌汚染対策など、環境保全に向けて様々な課題があります。

これらの課題は相互に関連があり、解決に向けて一体的に取り組むことが求められることから、町民や

各種団体、事業者、行政等の各主体に期待される役割や行動を明らかにし、各種の施策を総合的に推進

していくことが必要です。

地球温暖化の防止に向けては、地球温暖化対策地方公共団体実行計画を策定し、低炭素社会づくりに

向けた意識の向上を図るとともに、再生可能エネルギーの導入支援等の具体的な取り組みを計画的に推進

していくことが求められます。

身近な環境美化については、ごみのポイ捨てや不法投棄の防止に向けた啓発活動や、ごみゼロ運動や

地域の環境美化運動等を展開しているボランティア団体の育成・支援等に取り組む必要があります。

自然環境の保全に向けては、適正な土地利用の誘導や、各地域で自然生態系の保全に取り組んでいる

自然保護指導員の後継者の確保が課題となっています。

水質汚濁対策や土壌汚染対策については、残土や改良土の埋立てによる環境汚染が懸念されており、

引き続き監視体制の強化や啓発活動に努める必要があります。

一方、本町は、「房総の小江戸」としての個性的で美しい景観づくりに取り組んでいますが、更に街並み

の魅力を高めていくためには、整備対象地域の住民の協力を得ながら、統一的な景観形成に努めるとともに、

周辺環境との調和を図るべく適正な規制・誘導を図ることが求められます。

■ごみゼロ運動参加団体数 ■住宅用太陽光発電システム
　設置補助金交付件数

資料：環境水道課 資料：環境水道課
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基本方針

● 地球にやさしい低炭素社会・循環型社会を構築します。

●恵まれた自然環境を守るとともに、きれいで住みよい生活環境づくりを推進します。

●大多喜らしい魅力的な景観の形成に努めます。

施策の体系

施策の内容

4-1-1　環境保全施策の総合的推進

環境保全に関する施策の総合的な推進を図り、低炭素社会と循環型社会の構築を統合的に進めます。

4-1-2　地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策地方公共団体実行計画を策定し、地球温暖化防止のための施策を計画的に推進します。

また、住宅用太陽光発電システムの設置を支援し、再生可能エネルギーの導入促進を図ります。

4-1-3　環境美化の推進

環境美化に向けた啓発活動等により、町民の環境保全意識の高揚を図るとともに、ごみのポイ捨てや

不法投棄の防止に向けた取り組みを強化します。また、町民やボランティア団体等の協力を得ながら、

ごみゼロ運動や花木植栽を活用した魅力あるまちづくり活動を推進し、ごみのないきれいな町を目指します。

4-1-1　環境保全施策の総合的推進

4-1-2　地球温暖化対策の推進

4-1-3　環境美化の推進

4-1-5　水質汚濁等環境問題への適切な対応

4-1-4　自然環境の保全

4-1-6　魅力的な景観の形成

4-1　環境保全
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4-1-4　自然環境の保全

土地利用関連計画や関連法に基づいて、適正な土地利用を誘導するとともに、各地域において自然生態

系の保全に取り組む体制の整備に努めます。

4-1-5　水質汚濁等環境問題への適切な対応

河川や地下水の水質汚濁に対し、水質監視体制の強化を図るとともに、水質浄化に向けた啓発活動を

進めます。また、土壌汚染の防止に向け、土地所有者や周辺住民の理解と協力の下、監視体制及び規制の

強化に努めます。

4-1-6　魅力的な景観の形成

歴史的景観条例に基づく町民との協働による街並み整備の推進等により、来訪者を引き付ける個性的で

美しい景観づくりに努めます。

成果指標

指　標 現状値 目標値

地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定
計画なし

（平成 26 年度）
策定完了

（平成 29 年度）

住宅用太陽光発電システム設置補助金
（補助金対象拡充を含む）

20 基
（平成 26 年度）

24 基
（平成 32 年度）

ごみゼロ運動参加団体数
52 団体

（平成 26 年度）
64 団体

（平成 32 年度）

ポイ捨てごみ回収量
5,810kg

(過去 5 年平均)
5,230kg

（平成 32 年度）

景観整備事業補助金交付件数
2 件

（平成 26 年度）
5 件

（平成 28 ～ 32 年度）
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4-2 公園・緑地・水辺

現状と課題

公園や緑地、水辺は、憩いの場の提供や景観の形成、交流人口の拡大など、様々な役割を担っており、

適切な整備・保全を図ることが求められます。

市街地や住宅地内の身近な公園や緑地、街路樹等については、管理する施設が多いことから、地域住民

の協力を得ながら、計画的に維持・管理に取り組むことが必要です。

町内の緑化については、ボランティア団体や住民との連携の下、イベントにおいてブルーベリーやモミジ等

の苗木を配布するなど、様々な事業に取り組んできましたが、更に住民や事業者の緑化意識の高揚を図り、

住民主体の緑化活動を促進していくことが求められます。

大多喜県民の森や粟又の滝遊歩道など、本町の恵まれた自然と触れ合える施設については、町民のみなら

ず町外の人の来訪も期待できるため、観光の振興に向けた活用も視野に入れて、関係機関と連携を図りながら、

適切な改修・整備を進めることが必要です。

■大多喜県民の森 ■ 粟又の滝遊歩道
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基本方針

● 身近な公園等について、住民との協働により、計画的な維持・管理に努めます。

● 住民の緑化に向けた意識の啓発を図り、緑あふれるまちづくりを推進します。

● 本町の地域資源を生かした公園・緑地・親水空間について、適切な改修・整備を推進します。

施策の体系

施策の内容

4-2-1　身近な公園等の維持・管理の推進

市街地や住宅地内の身近な公園や街路樹等について、管理実施計画を策定した上で、地域住民との

協働による管理体制を構築し、適切な維持・管理に努めます。

4-2-2　緑化活動の促進

住民や関係団体との協働による緑化活動を促進し、町内の緑の創出・保全に努めます。

4-2-3　特色ある公園・緑地・親水空間の整備【重点】

大多喜県民の森や粟又の滝遊歩道といった特色ある公園・緑地・親水空間について、安全かつ快適に

利用できるよう、関係機関との連携の下、改修・整備を推進します。

4-2-1　身近な公園等の維持・管理の推進

4-2-2　緑化活動の促進

4-2-3　特色ある公園・緑地・親水空間の整備【重点】

4-2　公園・緑地・水辺
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成果指標

指　標 現状値 目標値

身近な公園等の管理実施計画の策定
計画なし

（平成 26 年度）
策定完了

（平成 28 年度）
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4-3 上水道・汚水処理

現状と課題

本町の上水道は、面白浄水場は養老川を、横山浄水場は地下水を、大多喜配水場及び八声配水場は

南房総広域水道企業団からの受水を水源としており、水道水を安定的に供給する体制が整っています。

人口の減少や節水意識の高揚等により、水の需要が減少し、給水収益が減少しています。一方、老朽

施設の更新には、多額の経費が必要です。また、平成 12 年に南房総広域水道企業団からの受水が始まり、

5 か所あった浄水場のうち 3 か所を廃止しましたが、廃止した施設すべての取り壊しには至っておらず、

今後の経営状況を見ながら、当該施設の解体や除却を行わなければなりません。これらに対応するため

には、有収率 15 向上の取組等により、一層の経費削減、収益増加に努め、健全で効率的な事業運営を

実施する必要があります。

また、運営基盤の強化、合理的な施設の整備・更新、料金格差の縮小等を図るため、水道事業の広域化

に向けて関係水道事業体と協議、検討を行います。

一方、本町には上水道が整備されていない地域がありますが、給水区域との格差是正に向けて、未普及

地域を対象にした支援が求められます。

汚水処理については、現行の汚水適正処理構想では下水道事業及び農業集落排水事業への取り組みを

検討することとしていますが、今後は、家庭用小型合併処理浄化槽の設置に限定した整備計画への見直し

を行う必要があります。

■配水量・有収水量・有収率の推移 ■合併処理浄化槽設置基数の推移

資料：環境水道課（水道事業概要）資料：環境水道課（水道事業概要）
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15 有収率：配水した水のうち、水道料金の対象となった水の割合。
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基本方針

● 健全な水道事業経営の確立を図り、安全で衛生的な水の安定供給に努めます。

●合併処理浄化槽の普及による汚水処理を進め、河川等の公共水域の水質保全を図ります。

施策の体系

施策の内容

4-3-1　水道水の安定供給

水道水の安定供給のため、今後も現有水源の保全及び南房総広域水道企業団からの計画的な受水に

努めます。また、有収率を向上させることにより効率的な配水を目指します。

4-3-2　長期的視野に立った水道施設の整備充実

建設から 40 年が経過している面白浄水場の更新を計画的に実施します。また、他の老朽化した施設

及び配水管について、その現況を把握し、管網図の整備及び施設の整備拡充を図ります。

4-3-3　水道事業の健全運営

経営内容の見直しを推進するとともに、より一層の経費削減、経営の合理化、効率化、未収金収納率の

向上を図り水道事業の健全運営に努めます。また、水道資産の効率的な維持・管理のため、アセット

マネジメント（資産管理）16 の導入を検討します。

4-3-1　水道水の安定供給

4-3-2　長期的視野に立った水道施設の整備充実

4-3-3　水道事業の健全運営

4-3-4　水質管理体制の強化

4-3-5　上水道未普及地域への支援

4-3-6　合併処理浄化槽の設置促進

4-3　上水道・汚水処理

16 アセットマネジメント（資産管理）：持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設の
ライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。
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4-3-4　水質管理体制の強化

関係機関との連携の下、水質検査や高度浄水処理の充実など水質管理体制の強化を図り、安全で良質

な水の供給に努めます。

4-3-5　上水道未普及地域への支援

上水道未普及地域に対する生活用水供給施設の設置及び施設改修支援制度の創設を図り、上水道区

域内世帯との格差是正に努めます。

4-3-6　合併処理浄化槽の設置促進

下水道事業及び農業集落排水事業による汚水処理計画を見直し、合併処理浄化槽の設置促進を図ります。

成果指標

指　標 現状値 目標値

有収率
88.37％

（平成 26 年度）
90.0％

（平成 32 年度）

水道料金収納率（現年度）
95.65％

（平成 26 年度）
97.15％

（平成 32 年度）

汚水処理人口比率
33.9％

（平成 26 年度）
42.9％

（平成 32 年度）
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4-4 環境衛生

現状と課題

本町では、可燃ごみはいすみ市に焼却処理を委託しており、分別収集品目については、「ごみ収集カレンダー」

と ｢ごみの正しい出し方｣ を配布し、町民の協力を得て分別収集した上で大多喜町環境センター等において

資源化を図っています。

ごみの処理には多額の経費がかかるのに加え、環境負荷低減の観点からも、住民や事業者、行政といっ

た各主体が、ごみの減量化・資源化に向けて、より積極的な取り組みを進めていくことが求められます。

し尿については、広域連携により収集・処理体制の充実を図るとともに、浄化槽設置者に対し適正な

維持・管理を指導していくことが必要です。

いすみ市とともに運営している斎場については、同市と連携を図りながら、適正な管理に努めることが求

められます。

■ごみ資源化量の推移■ごみ焼却量の推移

資料：環境水道課 資料：環境水道課
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基本方針

● 環境負荷の低減を目指し、ごみの排出抑制・再利用・再生利用を促進するとともに、ごみの収集体制の

整備に努めます。

● 県や周辺自治体等との連携の下、し尿の収集・処理体制の充実や浄化槽の適正な維持・管理指導、

斎場の適正管理を推進します。

施策の体系

施策の内容

4-4-1　ごみの排出抑制・再利用・再生利用の意識の高揚

広報やホームページ、防災行政無線を通じた情報発信や各種団体の会合時における啓発活動等により、

ごみの排出抑制・再利用・再生利用に対する意識の高揚を図ります。

4-4-2　ごみ収集・処理体制の整備と分別の徹底

ごみの排出動向等に応じた効率的な収集・処理体制を整備するとともに、ごみの分別排出を促進し、

資源化を推進します。

4-4-3　ごみの減量化に向けた生ごみ処理機の普及促進

一般家庭から排出される生ごみの減量化に向け、生ごみ処理機の普及促進を図ります。

4-4-1　ごみの排出抑制・再利用・再生利用の意識の高揚

4-4-2　ごみ収集・処理体制の整備と分別の徹底

4-4-3　ごみの減量化に向けた生ごみ処理機の普及促進

4-4-5　浄化槽の適正な維持・管理指導

4-4-4　し尿収集・処理体制の充実

4-4-6　斎場の適正管理

4-4　環境衛生
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4-4-4　し尿収集・処理体制の充実

し尿収集・処理体制について、広域連携により充実を図ります。

4-4-5　浄化槽の適正な維持・管理指導

県や関係機関と連携を図りながら、浄化槽設置者に対し適正な維持・管理を指導します。

4-4-6　斎場の適正管理

いすみ市との連携の下、斎場の計画的な維持・管理と効率的な運営に努めます。

成果指標

指　標 現状値 目標値

一般廃棄物排出量
約 3,243ｔ

（平成 26 年度）
約 2,791ｔ

（平成 32 年度）

ごみ資源化量
約 873ｔ

（平成 26 年度）
約 887ｔ

（平成 32 年度）

生ごみ処理機購入補助金総件数
5 件

（平成 26 年度）
9 件

（平成 32 年度）
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基本目標5 教育・文化
～明日の大多喜を担う人を育むまちをつくる　　

5-1　子ども教育

5-2　青少年健全育成

5-3　生涯学習

5-4　芸術・文化

5-5　スポーツ

5-6　国際交流・地域間交流
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5-1 子ども教育

現状と課題

本町では、少子化が進む中、平成 25 年度と平成 27 年度に小学校の統合を実現し、学校規模の適正化

を図ったほか、学校の校舎や屋内運動場の耐震補強を完了させるなど、学習環境の整備に取り組んできま

した。今後も安全・安心な施設環境整備を進めていきます。

また、児童生徒の「生きる力」を育成するため、知・徳・体の調和の取れた教育を展開してきたのに加え、

小学校における英語学習の導入や郷土学習用副読本の作成・活用など、特色ある教育を実施しています。

情報化の進展や技術の急速な進歩、グローバル化等により変化の激しい現代にあって、「生きる力」の

育成がますます重要になる中、今後は、安全・安心な学習環境の下、家庭との連携を図るとともに、地域

の施設や人材を活用しながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育を、より一層充実させてい

くことが求められます。また、子どもたちが町の歴史や文化に興味を持ち、郷土を愛する心が育つよう、

資料の充実や積極的な情報発信に取り組んでいく必要があります。

一方、本町には、県立高校や大学が設置されており、地域の教育拠点としてまちづくりや人づくりと密接

に結びついていることから、これらの教育施設と連携した子どもの教育の推進が望まれています。

また、人口減少に伴い県立高校の統廃合が推進される中、町内県立高校の存続に向け、取り組む必要

があります。

■小中学校の児童生徒数・教員数の推移

資料：学校基本調査
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資料：学校基本調査

■大多喜小学校
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基本方針

● 児童生徒の「生きる力」を育成します。

●教職員の資質・能力の向上を図ります。

●学校危機管理体制の充実と強化に一層努めます。

●地域とともに歩む学校づくりを推進します。

●時代や社会の要請や教育課題へ組織的に対応します。

施策の体系

5-1-1　学校教育における ｢確かな学力｣ の育成【重点】

5-1-2　学校教育における ｢豊かな心｣ の育成【重点】

5-1-3　学校教育における ｢健やかな体｣ の育成【重点】

5-1-5　学校危機管理体制の充実と強化

5-1-4　学校問題への組織的対応

5-1-6　地域の施設、人材の積極的な活用

5-1-7　不登校児童生徒への支援

5-1-8　学校関係施設の充実

5-1-9　学校給食の充実

5-1-10  県立高校の魅力アップへの支援

 5-1　子ども教育
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施策の内容

5-1-1　学校教育における ｢確かな学力｣ の育成【重点】

わかりやすい授業を創造するため、指導形態や指導方法を工夫改善し、個に応じた指導ができるよう、

校内研修を充実させます。また、町内の学校で相互に授業公開を行うとともに授業参観を充実させ、

教職員の資質の向上を図ります。

5-1-2　学校教育における ｢豊かな心｣ の育成【重点】

校長の方針の下、道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校全体で進める道徳教育の一層の充実に

努めます。県教育委員会が作成した映像教材等を活用するとともに、集団生活の中で道徳的実践力が

高まるよう体験活動を充実させます。さらに、子どもたちが本町の歴史や文化に親しみ、郷土愛を育む

教育を推進します。

また、町いじめ防止基本方針を策定し、児童生徒の人権意識の高揚を図り、いじめのない学校・社会を

目指します。

5-1-3　学校教育における ｢健やかな体｣ の育成【重点】

学校の教育活動全体を通じて、体育・健康に関する指導を効果的に推進するとともに、社会体育への

積極的な参加を促します。また、「地域健康委員会」の活動を奨励し、学校医や栄養教諭等、関係機関と

連携して児童生徒の健康に対する意識の高揚に努めます。

5-1-4　学校問題への組織的対応

教育委員会主催の不祥事根絶研修会を開催するとともに、適時情報提供を行うなどして、校内モラール

アップ委員会の活性化を支援します。事件・事故が起きないようにリスクマネジメントに努めるほか、

万が一起きてしまった時には関係機関と連携し、組織的に学校支援を行います。

5-1-5　学校危機管理体制の充実と強化

学校における危機管理マニュアルを定期的に見直し、多様な場面を想定した防犯・防災訓練を計画的に

実施します。また、メール配信システムによる緊急時等の保護者への速やかな連絡体制の充実を図ります。

本町で作成した「アレルギー対応マニュアル」に則りアレルギーへの適切な対応をします。

5-1-6　地域の施設、人材の積極的な活用　

大多喜図書館天賞文庫や海洋センターなど、町の施設を積極的に活用するとともに、読み聞かせボラン

ティア、高齢者ふれあい学級、家庭教育学級、三育学院大学の英語講師による外国語授業等で地域の人材

を有効に活用していきます。また、町に配置された学芸員を特別講師とした出前授業を推進します。
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5-1-7　不登校児童生徒への支援　

県教育委員会と連携を図り、スクールカウンセラーや夷隅地区不登校等児童生徒サポートセンター訪問

担当教員、子育て支援課、健康福祉課、児童相談所等と連携し、必要に応じてケース会議を開催し、

家庭教育支援を含めた総合的な支援を行います。

5-1-8　学校関係施設の充実　

快適でゆとりある教育環境のより充実を図るため、引き続き学校施設の整備を推進します。また、新しい

教育内容に即した教材、教具の整備充実に努めます。

5-1-9　学校給食の充実　

学校給食に係る衛生管理を一層強化するとともに、児童生徒の健康体質や栄養バランスに配慮した安全

で安心な給食の提供に努めます。

学校給食センターの施設・設備については、老朽化が進んでいるため計画的な改修及び調理器具等の

定期的なメンテナンスや入替えを行い、学校給食を維持していきます。

また、学校給食の安定供給を図るため、将来的な学校給食のあり方について検討します。

5-1-10　県立高校の魅力アップへの支援

町内の県立高校については、本町のまちづくりや人づくりと密接に結びついていることから、関係機関と

連携しながら地域特性を生かした教育環境づくりや特色ある教育の充実など、魅力アップにつながるよう

地域を挙げて支援を行います。

成果指標

指　標 現状値 目標値

中３生徒英検３級程度の英語力保有率
23％

（平成 26 年度）
50％

（平成 32 年度）

メール配信システム保護者加入率
94％

（平成 26 年度）
96％

（平成 32 年度）
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5-2 青少年健全育成

現状と課題

価値観の多様化や家庭の教育力の低下、人間関係の希薄化など、青少年の健全育成や人格形成に影響を

及ぼす環境が変化する中、インターネットによる人権侵害や薬物乱用など、青少年が関わる犯罪が複雑化・

多様化しています。

こうした状況を踏まえ、本町では、これまで地域や関係機関と連携を取りながら、スポーツ等のイベントや

社会体験活動、清掃美化活動、防犯パトロール等を実施し、青少年の健全育成に取り組んできました。

今後は、従来の活動を拡充するとともに、青少年同士が活動できる場や直接人と交流したり地域社会と

関わりを持つ機会が少なくなってきていることから、青少年の社会性を育成する取り組みに力を注いでいくこ

とが求められます。

また、家庭における子育てや教育を支えることができる地域コミュニティを形成し、学校、家庭、地域、

関係機関が一体となって青少年の健全な育ちを支援する仕組みを確立する必要があります。

■青少年つどい大会参加人数の推移 ■ 青少年つどい大会
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資料：生涯学習課
資料：生涯学習課
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基本方針

● 地域や関係機関が連携して、青少年を取り巻く地域環境を整備するとともに、社会的に自立できる健全

な青少年の育成に努めます。

施策の体系

施策の内容

5-2-1　青少年団体の連携強化

青少年の健全育成に取り組む各種団体が、効果的に活動を展開できるよう、青少年問題協議会を通じて

各団体の連携強化を促進します。

5-2-2　地域の青少年育成機能の向上

青少年相談員を中心として地域全体で青少年を育成する体制の強化に努めるとともに、地域との連携の

下、青少年が行うスポーツ活動や体験学習等の内容充実を図り、青少年の参加を促進します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

青少年健全育成事業数
4 事業

（平成 26 年度）
6 事業

（平成 32 年度）

5-2-1　青少年団体の連携強化

5-2-2　地域の青少年育成機能の向上

 5-2　青少年健全育成
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5-3 生涯学習

現状と課題

町民が生涯にわたって生きがいを持って充実した人生を送っていくためには、誰もが学びたいときに容易

に学びの場を得られる環境の整備が求められます。

本町では、生涯学習活動の拠点となる公民館や図書館の施設改修を進めるなど、生涯学習の環境づくり

に努めてきたのに加え、各種団体の協力も得て、多様な生涯学習プログラムの企画・実施に取り組み、

町民の生涯学習活動を促進してきました。

今後のまちづくりにおいて、地域コミュニティの活性化や住民と行政との協働の重要性が増すことが予想

される中では、生涯学習活動を通じて得られた成果が地域に還元され、社会全体の持続的な教育力の

向上に貢献する「知の循環型社会」が構築されることが求められます。

本町においては、学習機会のさらなる充実や生涯学習に関する情報の効果的な提供、活動団体の支援

充実、図書館の機能強化等を図るとともに、幼児から高齢者まで切れ目なく学習活動が展開されるような

取り組みを推進することにより、生涯学習活動を一層活性化していくことが必要です。

■図書館本貸出冊数の推移

資料：生涯学習課
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■「おはなし会」（絵本の読み聞かせ）
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基本方針

● 住民がそれぞれの目的や志向、ライフステージ 17 に応じて学習できる環境を整備し、生涯学習活動を

活性化します。

施策の体系

施策の内容

5-3-1　学習機会の提供

住民ニーズを踏まえて学級・講座の内容充実を図るとともに、学習活動のきっかけづくりや学習意欲の

向上に向けた取り組みを推進します。

5-3-2　生涯学習活動の活性化に向けた情報の提供

広報やホームページを通じて発信する生涯学習に関わる情報について、住民にとってわかりやすく役に

立つ内容に充実するとともに、発信方法を工夫することにより、情報が住民に行き渡り、有効に活用され

るよう努めます。

5-3-3　活動団体の支援充実【重点】

生涯学習活動を行う各種団体やグループの組織の自立と活動推進を支援することにより、学習活動の

継続・拡大を促進します。

5-3-1　学習機会の提供

5-3-2　生涯学習活動の活性化に向けた情報の提供

5-3-3　活動団体の支援充実【重点】

5-3-4　子どもの読書活動の推進

5-3-5　図書館の機能強化

5-3  生涯学習

17 ライフステージ：人の一生を、幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期等に分けた場合のそれぞれの時期のこと。
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5-3-4　子どもの読書活動の推進

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を高めるために欠かせ

ないものであることから、各種の事業を展開することにより、その推進を図ります。

5-3-5　図書館の機能強化

図書資料を適切に収集・保存・整理するとともに、利用者が求めている資料を迅速かつ的確に得られる

ようサービスの充実を図ることにより、図書館の地域の情報拠点としての機能を強化します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

公民館利用者数
14,816人

（平成 26 年度）
16,000人

（平成 32 年度）

図書館本貸出冊数
20,747冊

（平成 26 年度）
23,000 冊

（平成 32 年度）
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5-4 芸術・文化

現状と課題

本町では、これまで芸術・文化活動の拠点となる中央公民館の施設・設備の改修や、文化団体連絡協議会

を中心に行っている文化祭への支援等により、町民が芸術・文化活動を実践する場や多様な芸術・文化に

触れる機会の充実を図ってきました。

今後は、住民ニーズに応じて活動施設を整備充実させるとともに、町民が自らの活動成果を発表する

場の拡充や文化行事への町民参加の促進等により、更なる芸術・文化活動の活性化を図ることが求められ

ます。

また、少子高齢化が急速に進む中、本町の芸術・文化活動の担い手として期待される各種団体では、

会員が高齢化するとともに会員数が減少している団体が多く、今後の活動継続に向けた対応が必要です。

一方、本町には、県下有数の文化財が残されていますが、これを次世代に確実に継承していくために、

町民と行政とが一体となって、適切な保護と保存に努めることが求められます。

また、文化財は、町民が郷土に対する誇りと愛着を創出するものであるとともに、観光客を引き付ける

地域資源であることから、町の内外に効果的に発信し、戦略的に活用していく必要があります。

■文化団体登録数の推移

資料：生涯学習課
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■文化祭
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基本方針

● 芸術・文化団体への支援や活動環境の整備により、芸術・文化活動を活性化します。　

● 文化財を適切に保護・保存するとともに、まちづくりに有効に活用します。

施策の体系

施策の内容

5-4-1　学習グループ・団体活動への支援充実【重点】

本町の文化団体には活動歴が長い団体が多く、これらの団体では会員の高齢化や会員数の維持が課題と

なっていることから、活動の維持・拡大に向けて必要な支援を充実させます。

5-4-2　文化資産の保護・活用

地域の文化資産を掘り起こし、その保護と継承のための仕組みを創出するとともに、まちづくりへの

活用を図ります。

成果指標

指　標 現状値 目標値

文化団体数
44 団体

（平成 26 年度）
45 団体

（平成 32 年度）

5-4-1　学習グループ・団体活動への支援充実【重点】

5-4-2　文化資産の保護・活用

5-4　芸術・文化
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5-5 スポーツ

現状と課題

健康志向が高まる中、町民のスポーツを通じた健康づくりへの関心が高まっており、町民がスポーツをよ

り身近なものとして実践できるよう、スポーツ活動に触れ合う機会を拡充する必要があります。

本町では、海洋センターや野球場、テニスコート、総合グラウンド等でスポーツ活動が行われているのに

加え、学校施設を開放することにより、町民がスポーツに親しめる環境を整えてきました。

また、体育協会やスポーツ推進委員、スポーツ関連団体等と連携し、幅広い年代が参加できる各種の

スポーツ教室や大会等を実施し、町民がスポーツ活動を実践する機会を提供しています。

しかし、スポーツ施設には改修が必要なものがあるほか、指導者不足により各種スポーツ教室において

適切な指導を受けられる体制を維持することが難しくなっているなど、町民のスポーツ活動の推進に向けて

はまだ課題があります。

今後は、施設の整備や指導者の育成により、スポーツ活動の基盤を充実させるとともに、スポーツ活動

に取り組む人の裾野を拡大していくことが求められます。

■ジュニアスポーツ活動■体育施設利用者数の推移

資料：生涯学習課
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基本方針

● 誰もが気軽にスポーツに親しめる環境を整え、町民のスポーツ活動を活性化します。

施策の体系

施策の内容

5-5-1　指導者の育成

指導者講習会等を実施し、指導者の育成を推進することにより、町民が適切な指導を受けられる基盤を

整備し、スポーツ活動への参加者拡大を図ります。

5-5-2　スポーツ活動の場の充実

町民がいつでも快適に多様なスポーツ活動に取り組めるよう、各種スポーツ施設の機能強化・施設整備

や学校施設の開放を推進するとともに、利用促進を図ります。

成果指標

指　標 現状値 目標値

体育施設利用者数
39,260人

（平成 26 年度）
41,000人

（平成 32 年度）

5-5-1　指導者の育成

5-5-2　スポーツ活動の場の充実

5-5　スポーツ
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5-6 国際交流・地域間交流

現状と課題

経済のグローバル化や情報技術・交通手段の発達に伴い、地方においても外国人と交流する機会が増加

しています。

これまで本町では、国際交流協会を中心に、教育、文化、スポーツ、経済など様々な分野における国際

交流事業を展開してきたのに加え、姉妹都市メキシコ・クエルナバカ市との交流にも取り組んできました。

また、地域の大学の協力による英語教育を幼児期から行うなど、国際感覚を身に付けた人材の育成も積極的

に行っています。

今後は、町内在住の外国人が快適に生活できる環境づくりや国際化に対応した人材の育成、外国人観光客

の誘致拡大に向けて、国際交流活動において中心的役割を担う国際交流協会の支援や子どもの英語教育

の継続、町内の案内標識の外国語表記等を実施していくことが求められます。

一方、国内の他地域との交流については、産業振興や子どもの社会性の育成等の効果が期待されます。

本町では、他の自治体と連携してイベントを開催しているほか、近隣市町と本町の子どもたちが、スポーツ

等を通じた交流活動を行っています。

こうした地域間交流は、交流する自治体の拡大等により更に充実を図り、まちづくりや人づくりに活かし

ていくことが求められます。

■地域間交流イベント■メキシコ大使館との交流会
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基本方針

● 国際交流や地域間交流を促進し、まちづくりや人づくりに活かします。

施策の体系

施策の内容

5-6-1　国際交流の促進

国際交流活動の中心となる国際交流協会を積極的に支援することにより、民間主体による事業展開を

促進し、国際交流活動の内容充実を図ります。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックなどの

社会状況に対応しながら、地域間交流を展開してグローバル人材の育成を推進します。

5-6-2　外国人観光客に配慮した環境づくり【重点】

外国人観光客による町内観光施設・宿泊施設の利用を促進するため、外国語表記による案内標識や

観光パンフレットを整備するなど、外国人観光客に配慮した環境づくりを推進します。

5-6-3　国際感覚に富んだ人材の育成

地域の大学の協力を得ながら、保育園から中学校まで一貫した英語教育を実施するほか、異文化に触れ

る機会の充実を図ることにより、国際感覚に富んだ人材を育成します。

5-6-4　地域間交流の促進【重点】

共通の特性を持つ自治体との交流を推進するのに加え、地域間交流イベントに関するＰＲ活動を充実さ

せることにより、交流人口を拡大し、地域の活性化を促進します。また、他の自治体の学校等との交流を

拡充することにより、子どものコミュニケーション能力や協調性の向上を図ります。

5-6-1　国際交流の促進

5-6-2　外国人観光客に配慮した環境づくり【重点】

5-6-3　国際感覚に富んだ人材の育成

5-6-4　地域間交流の促進【重点】

5-6　国際交流・地域間交流
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成果指標

指　標 現状値 目標値

地域間交流イベントの開催数
4 回

(平成 26 年度)
毎年 4 回

(平成 28 年度以降)
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 基本目標6 健康・福祉
～支え合いながら健やかに暮らせるまちをつくる

6-1　子育て環境

6-2　保健・医療

6-3　高齢者福祉

6-4　地域福祉

6-5　障がい者福祉

6-6　社会保障
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6-1 子育て環境

現状と課題

核家族の増加や地域のつながりの希薄化などにより、祖父母や地域住民から子育てに対する支援を得る

ことが困難な状況になるなど、子育て環境は大きく変化しており、地域の実情に合わせて子育て支援施策

を充実していくことが求められています。

本町では、保育園 2 園において、待機児童を発生させることなく保育需要に対応してきたのに加え、

地元大学と連携した英語教室を実施するなど、特色ある保育を展開してきましたが、病児病後児保育など

子育て世代のニーズに応じた保育サービスの提供が期待されているほか、保育内容のさらなる充実が求め

られています。

また、子どもの医療環境については、子ども医療費助成制度の拡充等により整備を進めてきましたが、

町内に小児科の専門医療機関がないことから、近隣市町の医療機関の協力も得ながら、夜間や休日の小児

医療体制を構築する必要があります。

さらに、子育て家庭に対する経済的支援や育児不安の解消に向けた様々な取り組みを継続的に実施し、

安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進していくことが求められます。

子育て環境の整備は、福祉の充実や将来を担う人材育成の観点はもとより、人口減少が続く本町におい

ては、定住促進に向けても重要な意義を有することから、今後も住民ニーズに応じて更に子育て支援施策

の充実を図っていく必要があります。

■保育園の園児数の推移

資料：子育て支援課

定員
310

定員
310

定員
310

定員
310

定員
310

225 205 209 206 204

0

50

100

150

200

250

300

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度

定員 園児数

（人）

資料：子育て支援課

（４月１日現在）

■保育園の様子
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基本方針

● 地域で安心して子どもを産み育てることができ、子育てに魅力を感じる環境づくりを推進します。

施策の体系

施策の内容

6-1-1　保育サービスの充実【重点】

核家族の増加に伴い子育て世代のニーズが増している病児病後児保育の実施に向けて、地域の医療機関

との連携や広域での取り組みを図り推進します。

6-1-2　特色ある保育の実施【重点】

英語教育の継続的な実施に加え、スポーツや音楽を採り入れた斬新で魅力のある保育を実施します。また、

個性に応じた学習教育を充実させるとともに、様々な人との交流や体験を通じて、自ら考え、判断し表現

することのできる人間性豊かな子どもを育むことを目指します。

6-1-3　子育て家庭の負担軽減【重点】

出産祝金制度、子ども医療費助成制度を継続し、保育料の軽減を図ることで、子育て世代の支援を推進

します。また、ひとり親家庭については、引き続き医療費の助成を行うほか、悩みや不安の解消に向けて、

交流会の開催や相談体制の充実を図ります。　

6-1-1　保育サービスの充実【重点】

6-1-2　特色ある保育の実施【重点】

6-1-3　子育て家庭の負担軽減【重点】

6-1-4　小児医療体制の充実【重点】

6-1-5　子育て支援環境の整備【重点】

6-1　子育て環境
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6-1-4　小児医療体制の充実【重点】

町内の医療機関のみならず、近隣市町の医療機関とも協力体制を構築し、夜間及び休日の小児医療体制

を整備していくとともに、住民が小児医療に関する必要な情報を容易に入手できるよう、効果的な情報

発信に努めます。

6-1-5　子育て支援環境の整備【重点】

子育て支援センターについて、利用しやすい環境づくりを進めるとともに、旧学校施設などを子育て中の

保護者の交流の場として開放することにより、保護者の育児不安の解消や仲間づくりを支援します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

子育て支援センター年間利用者数
延べ1,355人

（平成 26 年度）
延べ1,800人

（平成 32 年度）
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6-2 保健・医療

現状と課題

町民の高齢者の平均自立期間 18 を見ると、男女とも県平均より長く、県内でも上位となっています。一方、

本町では、特定健康診査の受診率が 33％と県平均より低いのに加え、町民の死因の中で上位にある胃がんの

検診受診率が年々低下しています。

今後、急速に高齢化が進む中で、更に健康寿命を延伸していくためには、住民の主体的な健康づくりへの

取り組みが必要であることから、健康増進に向けた啓発や仲間づくりの促進、健康づくり活動の場の提供等

を推進していくことが求められます。また、健康診査や各種疾病の検診（以下、「健（検）診」と表記します。）

の受診率の向上を図るとともに、保健医療データの分析に基づき、効果的な保健事業を展開する必要があり

ます。

本町には、５つの医療機関がありますが、立地する地域に偏りがあるほか、小児科や産婦人科の専門医療

機関がなく、休日・夜間や災害時の体制も十分とは言えない状況です。住民意識調査の結果を見ると、保健・

医療体制は町民にとって最も重要度が高い項目となっており、近隣市町村や関係機関と連携しながら、体制

整備を進めていくことが求められます。

母子保健については、妊娠を希望する方に対して積極的に支援を行うとともに、近年、ひとり親や若年

妊産婦、発達の遅れが懸念される子どもが増加しており、個々の状況に応じて適切に支援していく必要があり

ます。

■65歳平均自立期間（平成22 年）

男性 女性
大多喜町 17.92 年 21.34 年

千葉県 17.10 年 20.05 年

男性 女性

18 平均自立期間： 65歳以上の介護を必要としない期間。

資料：健康ちば 21（第２次）資料編 
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基本方針

● 疾病の早期発見・重症化予防や住民の主体的な健康づくりの促進等により、健康寿命の延伸を図ります。

● 誰もが充実した医療サービスを受けられ、地域において安心して暮らせる環境を整備します。

施策の体系

施策の内容

6-2-1　健（検）診受診率の向上【重点】

無料送迎バスの運行や託児コーナーの設置、健診会場増加、健診項目の追加等を実施し、住民が受診

しやすく、メリットを感じられるような健（検）診に改善することにより、受診率の向上に努めます。

6-2-2　生活習慣病の重症化防止【重点】

健診後の指導強化や、保健医療データの分析に基づく効果的な事業の展開等により、生活習慣病の重症化

を防止し、健康寿命の延伸と医療費の削減を目指します。

6-2-3　住民の主体的な健康増進活動の支援【重点】

住民が主体的かつ継続的に健康づくりを実践できるよう、住民に健康増進活動を行う仲間づくりを促すと

ともに、組織化されたグループ等が円滑に活動できるよう支援を強化します。

6-2-1　健（検）診受診率の向上【重点】

6-2-2　生活習慣病の重症化防止【重点】

6-2-3　住民の主体的な健康増進活動の支援【重点】

6-2-4　ボランティアとの協働による健康なまちづくりの推進【重点】

6-2-5　医療体制の整備の強化【重点】

6-2-6　母子保健活動の充実【重点】

6-2　保健・医療
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6-2-4　ボランティアとの協働による健康なまちづくりの推進【重点】

誰もが住み慣れた地域において健康で充実した生活を送れるようにするため、食生活改善推進員や介護

予防ボランティア等を育成し、ボランティアとの協働による健康なまちづくりを推進していきます。

6-2-5　医療体制の整備の強化【重点】

近隣市町村や関係機関との連携の下、地域の医療資源を効率的に活用し、効果的な医療の提供を図る

ほか、ＡＥＤの設置場所を増やしていくことにより緊急時への備えを強化し、誰もがいつでも安心して医

療サービスを受けられる環境を整備します。　

6-2-6　母子保健活動の充実【重点】

母親が心身とも健康に妊娠・出産期を過ごし、育児に取り組めるとともに、子どもが健やかに成長する

ことができるよう、妊娠から子どもの就学までの期間にわたり、それぞれの時期に応じた支援を行います。

成果指標

指　標 現状値 目標値

特定健診の受診率
33%

（平成 26 年度）
37％

（平成 32 年度）

特定保健指導の実施率
49%

（平成 26 年度）
60％

（平成 32 年度）

胃がん検診の受診率
12%

（平成 26 年度）
15％

（平成 32 年度）
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6-3 高齢者福祉

現状と課題

本町では急速な高齢化が進んでおり、団塊の世代が後期高齢者 19 となる平成 37 年には、高齢化率は

45.5％に達する見込みです。また、高齢者数や要介護者数は、平成 32 年までは増加を続けることが予想

されています。

こうした中、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするためには、高齢化の

動向に対応した高齢者保健福祉施設の整備や介護保険事業の推進体制の充実、地域において助け合い

支え合う環境づくり等を推進していく必要があります。

一方、明るく活力に満ちた高齢社 会を築くためには、高齢 者の健 康づくりを推 進することにより、

健康寿命の延伸を図ることが必要です。さらに、公共施設等のバリアフリー化を普及・推進するとともに、

高齢者の社会参画活動や生きがいづくりを促進していくことが求められます。

■要支援・要介護認定者数の推移

資料：健康福祉課

29 27 33 25 3360 65 60 68 62

119 121 114 137 137
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558
566

612594575

資料：健康福祉課

(人 )

■大人の脳トレ教室

19 後期高齢者：高齢者のうち、75歳以上の人のこと。
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基本方針

● 各種介護サービスの充実を図るとともに、介護サービスを安定的に提供するための基盤整備を推進します。

● 高齢期を健康で生きがいを持って暮らせるよう、高齢者の健康づくりや社会参加を促進します。

施策の体系

施策の内容

6-3-1　高齢者保健福祉施設・機能の整備充実【重点】

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護を必要とする人が短期間利用できる施設や

小規模多機能型施設等の整備を進めるとともに、地域密着型サービスの充実を図ります。

6-3-2　介護保険事業推進体制の充実【重点】

介護保険事業推進の中核機関である地域包括支援センターの充実を図ることにより、本町における高齢者

サービスの総合調整機能を強化します。

6-3-3　サービスを提供する人材の確保【重点】

介護支援専門員（ケアマネージャー）や訪問介護員（ホームヘルパー）等の介護サービスを提供する人材

の確保に努めるとともに、新たに、ボランティア等へのポイント制度の導入を検討し、地域やボランティア

による高齢者支援体制の確立に向けた取り組みを推進します。

6-3-1　高齢者保健福祉施設・機能の整備充実【重点】

6-3-2　介護保険事業推進体制の充実【重点】

6-3-3　サービスを提供する人材の確保【重点】

6-3-4　高齢者の健康づくりの推進【重点】

6-3-5　高齢者の社会参加の促進【重点】

6-3　高齢者福祉
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6-3-4　高齢者の健康づくりの推進【重点】

健康教育や健康相談、健康診査、感染症予防、訪問指導等の事業を継続的に実施することにより、

高齢者の健康増進や介護予防に努めます。また、今後、高齢者の更なる増加が見込まれることから、事業

の継続的な実施により要介護状態にならないための予防事業の充実を図ります。

6-3-5　高齢者の社会参加の促進【重点】

公共施設のバリアフリー化など高齢者に住みよいまちづくりを進めるとともに、高齢者の就労機会の

創出や生涯学習の推進、老人クラブ活動の支援、シルバー人材センターの更なる充実を図り、高齢者の

社会参加や生きがいづくりを促進します。

　
成果指標

指　標 現状値 目標値

短期入所生活介護の利用日数
2,026日

（平成 26 年度）
2,400日

（平成 32 年度）

地域包括支援センターにおける相談件数
517件

（平成 26 年度）
880 件

（平成 32 年度）

介護予防教室・健康づくり教室・認知症予防教室の
延べ参加者数

869人
（平成 26 年度）

1,300人
（平成 32 年度）

シルバー人材センター登録者数
77人

（平成 26 年度）
95人

（平成 32 年度）
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6-4 地域福祉

現状と課題

少子高齢化や核家族化の進行により、家庭内で支え合う力が低下する中、ひとり暮らしの高齢者や生活

困窮者、障がい者など、支援を必要とする人が増加しています。誰もが地域においていつまでも自立した

生活が送れるようにするためには、互いに支え合う体制づくりが求められます。

本町では、社会福祉協議会が地域福祉活動の中核的な役割を担っているほか、各地域に設置された

地域ぐるみ福祉協議会や民生委員・児童委員、ボランティア団体等が地域において多様な福祉活動を展開

しています。また、他人への思いやりの心や助け合いの精神を醸成するための取り組みとして、地域交流

事業や世代間交流事業を実施してきました。

今後は、更に高齢化が進行するのに伴い、公的な福祉サービスの手が届かず、地域住民を主体とした

福祉活動が期待される分野が増えてくることが予想されます。地域福祉活動のより一層の活性化に向けて、

町や関係団体、地域など地域福祉に関わる各主体の連携を強化するとともに、社会福祉協議会をはじめと

する関係団体の活動に対して効果的な支援を実施していくことが求められます。また、子どもから高齢者

まで、地域において互いに支え合う意識を高めるとともに、地域福祉の担い手となるボランティアを発掘・

育成していくことが必要です。

■ボランティア団体による活動の様子■ボランティア団体加入者数等の推移

資料：大多喜町社会福祉協議会
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資料：大多喜町社会福祉協議会
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基本方針

● 地域福祉活動に関わる各主体の連携を強化するとともに、関係機関の活動が活性化するよう適切な支援

を行います。

● 地域福祉の担い手育成や福祉意識の高揚を図り、互いに支え合う体制づくりを促進します。

施策の体系

施策の内容

6-4-1　地域福祉活動推進のための連携・協力体制の強化【重点】

地域福祉に関する各種サービスを推進し、住民の積極的な参加を促すため、活動の周知に努め、関連

する行政部門や各種関係団体の連携・協力体制の強化を図ります。

6-4-2　社会福祉協議会、関係団体等の活動支援【重点】

社会福祉協議会や民生委員・児童委員、各種関係団体に対し、それぞれのニーズに応じた支援を実施

することにより、各主体の地域福祉活動の活性化を図ります。

6-4-3　新たなボランティア社会の形成【重点】

ボランティアの養成・研修機会の拡充や情報提供の充実を図ることにより、多様なボランテイアの発掘・

養成を進めます。

6-4-4　助け合いの精神にあふれた人づくり【重点】

学校教育や生涯学習における福祉教育や啓発活動を推進するとともに、高齢者や障がい者等と地域住民

との交流事業や世代間交流事業を実施することにより、助け合いの精神にあふれた人づくりを推進します。

6-4-1　地域福祉活動推進のための連携・協力体制の強化【重点】

6-4-2　社会福祉協議会、関係団体等の活動支援【重点】

6-4-3　新たなボランティア社会の形成【重点】

6-4-4　助け合いの精神にあふれた人づくり【重点】

6-4　地域福祉
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成果指標

指　標 現状値 目標値

ボランティア登録者数
348人

（平成 26 年度）
440人

（平成 32 年度）
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6-5 障がい者福祉

現状と課題

本町における平成 26 年度末現在の障がい者数をみると、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

とも、障害者自立支援法施行当初の平成 18 年度末と比較すると増加傾向にあります。

こうした中、本町では、民間の協力を得ながら、障がい者（児）が日中活動を行う事業所の拡充や療育・

発達支援の体制強化など、障がい者施策の充実に取り組んできました。

しかし、障がい者は、年齢や障がいの重さ・部位、生活状況などが様々で、一人ひとりが多種多様な支

援ニーズを持っていることから、誰もが地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりに向けては、まだ十分

とは言えない状況です。

今後は、障害者総合支援法の「入所・入院から地域生活への移行」の方針に沿った環境づくりをより一

層進めていく必要があり、障がい者や家族等が必要とする情報の収集・提供や相談体制の整備、障がい者

の就労促進に向けた企業等への啓発活動、障がいの早期発見・早期治療の推進等に取り組むことが求め

られます。

また、乳幼児期においては、関係機関と連携しながら、母子保健事業や子育て支援事業を通じて、疾病

や障がいの予防や早期発見に取り組んでいくことが必要です。

■障害者手帳保持者数の推移 ■いすみ地域活動支援センター
　レインボーによる活動状況

資料：健康福祉課
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基本方針

● 障がいのある人であっても、地域において自分らしくいきいきと生活ができるまちづくりを進めます。

施策の体系

施策の内容

6-5-1　地域生活への移行支援の充実

障がい者の自立生活の継続や、施設入所者や長期入院者の地域生活への移行を図るため、障害者総合

支援法による自立支援給付・地域生活支援事業や各種生活支援サービスなど、心身の状況やニーズに応じた

支援を進めます。

6-5-2　啓発・権利擁護の推進

すべての住民が互いに尊重し合い、障がいへの正しい理解を深めるため、多様な啓発活動やきめ細やか

な相談支援を推進するとともに、障がい者の権利を擁護する仕組みづくりを進めていきます。

6-5-3　子どもへの支援体制の充実

地域の子ども・子育て支援施設や療育機関、学校が連携しながら障がいの状況や特性、発達の状況等

に応じて、一人ひとりの個性や可能性を伸ばす療育・教育の推進を図ります。

6-5-1　地域生活への移行支援の充実

6-5-2　啓発・権利擁護の推進

6-5-3　子どもへの支援体制の充実

6-5-4　就労支援の強化

6-5-5　安全・安心な暮らしの確保【重点】

6-5-6　生活の質の向上支援

6-5　障がい者福祉
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6-5-4　就労支援の強化

企業等での雇用を積極的に促進し、障がい者の就労の拡大を図ります。また、企業等への就職が困難な

人への福祉的就労機会の確保を図るとともに、障がい者が就労や通所を安定的に続けていくための生活

支援に努めます。

6-5-5　安全・安心な暮らしの確保【重点】

障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関や地域住民と連携しながら、医療、交通、防災、

防犯などの面で障がい者への配慮に努めるとともに、障がい者にとって住みやすいまちづくりを進めます。

6-5-6　生活の質の向上支援

障がい者一人ひとりの生活の質の向上や心身機能の維持・回復を図るため、疾病予防・健康づくり・

医学的リハビリテーションの取り組みを促進するとともに、生涯学習活動やスポーツ活動、社会活動など

幅広い活動への参加を促します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

障がい者福祉サービス延べ利用者数
1,113人

（平成 26 年度）
1,600人

（平成 32 年度）
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6-6 社会保障

現状と課題

生活保護受給者は、高齢化の進行等により年々増加しており、平成 26 年度末時点で132 名となっています。

制度実施機関である県と連携しながら町民からの相談に適切に対応するとともに、就労可能な被保護者に

ついては自立に向けた支援に積極的に取り組んでいく必要があります。

国民年金制度は、老後等における生活安定に不可欠な制度であり、将来にわたって持続できるよう適正

な運用が求められています。また、国における年金制度の動向を踏まえ、町民に対し制度の正しい理解の

浸透を図る必要があります。

国民健康保険は、加入者に高齢者や低所得者が多いことから、財政基盤が脆弱で、厳しい運営を強いら

れています。こうした状況を踏まえた上で、税負担の公平性を確保し、制度を安定的に運営していくため、

制度の普及啓発と相互扶助意識の高揚に努め、保険税の収納率向上を図ることが求められます。

■生活保護世帯数等の推移 ■国民健康保険税収納率及び収納額の推移

資料：千葉県夷隅健康福祉センター 資料：地方財政状況調査
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基本方針

● 社会保障制度について住民の理解を高め適正に運用することにより、誰もが安心して暮らせるまちづくり

を推進します。

施策の体系

施策の内容

6-6-1　低所得者福祉の充実【重点】

関係機関等との連携の下、各種低所得者施策を実施することにより、低所得者の経済的な自立を支援し

ます。

6-6-2　国民健康保険の充実【重点】

国民健康保険事業の長期安定的な運営を図るため、特定健康診査の実施や人間ドックの助成、ジェネリック

医薬品の使用促進等により医療費の抑制に努めるとともに、保険税の自主納付の促進を図ります。

また、千葉県が保険者となる国民健康保険の広域化に向けての協議、調整を行っていきます。

6-6-3　国民年金制度啓発活動の充実

年金事務所と連携しながら、広報啓発活動や情報提供等により年金制度に対する町民の理解を高める

とともに、国民年金制度を適正に実施します。

成果指標

指　標 現状値 目標値

国民健康保険税収納率（現年分）
92.66％

（平成 26 年度）
93.00％

（平成 32 年度）

6-6-1　低所得者福祉の充実【重点】

6-6-2　国民健康保険の充実【重点】

6-6-3　国民年金制度啓発活動の充実【重点】

6-6　社会保障
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1. 大多喜町総合開発審議会条例

昭和 51 年 3 月 17 日

条例第 21 号

改正　昭和 63 年 3 月 23 日条例第 12 号

平成元年 2 月 20 日条例第 3 号

平成 20 年 3 月 11 日条例第 1 号

平成 23 年 2 月 3 日条例第 1 号

（設置）

第1条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、大多喜町総合開発審議

会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第 2 条 審議会は、町長の諮問に応じ、大多喜町基本構想及び基本計画の策定並びに町の総合開発につ

いての調整及びその実施に関し必要な事項について調査、審議する。

（組織）

第 3 条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2　委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。

⑴  町議会議員

⑵  一般住民

⑶  学識経験を有する者

⑷ 関係諸団体の役職員

3　前項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

（任期）

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置く。

2　会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
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（会議）

第 6 条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2　審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第 7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

（委任）

第 8 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

　  附　則

この条例は、公布の日から施行する。

　  附　則（昭和 63 年 3月23日条例第12 号）

この条例は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。

　  附　則（平成元年 2 月20日条例第 3号）

この条例は、公布の日から施行する。

　  附　則（平成 20 年 3月11日条例第1号抄）

　（施行期日）

1　この条例は、平成 20 年 4月1日から施行する。

　  附　則（平成 23 年 2 月3日条例第1号抄）

　（施行期日）

1　この条例は、平成 23 年 4月1日から施行する。
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2. 大多喜町総合開発審議会委員名簿

任期　平成26年４月１日～平成28年３月31日

職　名 平成 26 年度 平成 27 年度

会　長 江 澤 　 勝 美 江 澤 　 勝 美

副会長 横 山 　 直 示 和 泉 　 貞 夫

委　員 野 中 　 眞 弓 野 中 　 眞 弓

委　員 根 本 　 年 生 根 本 　 年 生

委　員 和 泉 　 貞 夫 宇 野 　 健 一

委　員 坂 輪 　 峰 雄 吉 野 　 義 彦

委　員 押 元 　 康 郎 押 元 　 康 郎

委　員 平 林 　 　 昇 平 林 　 　 昇

委　員 富 澤 　 清 行 富 澤 　 清 行

委　員 齋 藤  ふ く 代 齋 藤 ふ く 代

委　員 細 谷 　 光 江 細 谷 　 光 江

委　員 渡 邉 さ な え 渡 邉 さ な え

委　員 井 口 　 峰 幸 井 口 　 峰 幸

（敬称略）
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3. 大多喜町第３次総合計画策定委員会設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は、大多喜町第３次総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するため、大多喜町第

３次総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（組織及び所掌）

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、総合計画の策定に関する検討及び総合調

整を行う。

２　委員長、副委員長及び委員は、別表１の職の者をもって充てる。

（職務）

第３条 委員長は、委員会の業務を総理する。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２　委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴取することができる。

（部会）

第５条 委員会に大多喜町第３次総合計画策定専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。

２　部会は、部会長及び部会員をもって組織し、総合計画の策定に関する調査研究を行う。

３　部会員は、委員長が指名する者をもって充てる。

４　部会長は、部会員のうちから委員長が指名する。

（事務局）

第６条 委員会に関する庶務を処理するため、事務局を企画財政課に置く。

（補則）

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

　　附　則

　この要領は、平成 26 年７月14日から施行し、総合計画策定の日にその効力を失う。
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4. 大多喜町第３次総合計画策定委員会委員名簿

役　　職 職　　名 平成 26 年度 平成 27年度

委 員 長 副 町 長 鈴 木 　 朋 美 鈴 木 　 朋 美

副委員長 教 育 長 石 井 　 信 代 石 井 　 信 代

委 　 員 総 務 課 長 加 曽 利 英 男 加 曽 利 英 男

委 　 員 企 画 財 政 課 長 西 郡 　 栄 一 西 郡 　 栄 一

委 　 員 税 務 住 民 課 長 市 原 　 和 男 市 原 　 和 男

委 　 員 健 康 福 祉 課 長 永 嶋 　 耕 一 永 嶋 　 耕 一

委 　 員 子 育 て 支 援 課 長 三 上 　 清 作 吉 野 　 敏 洋

委 　 員 建 設 課 長 末 吉 　 昭 男 末 吉 　 昭 男

委 　 員 産 業 振 興 課 長 野 村 　 一 夫 野 村 　 一 夫

委 　 員 環 境 水 道 課 長 川 嵜 　 照 恭 米 本 　 和 弘

委 　 員
特 別 養 護 老 人
ホ ー ム 所 長

齋 藤 　 健 二 君 塚 　 道 朋

委 　 員 会 計 室 長 高 橋 啓 一 郎 三 上 　 清 作

委 　 員 教 育 課 長 野 口 　 　 彰 野 口 　 　 彰

委 　 員 生 涯 学 習 課 長 関 　 　 晴 夫 関 　 　 晴 夫

委 　 員 議 会 事 務 局 長 渡 辺 八 寿 雄 渡 辺 八 寿 雄
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5. 大多喜町第３次総合計画策定委員会専門部会委員名簿

【平成26年度】
区　　分 所　　属 職　　名 氏　　名 所　　属 職　　名 氏　　名

定 住 人 口 増 加

プ ロ ジ ェ ク ト １

子 育 て 支 援 課 園 長 鈴 木　 悦 子 教 育 課 課 長 補 佐 横 山　 一 男

子 育 て 支 援 課 主 査 宮 原　 幸 男 健 康 福 祉 課 副 主 査 吉 田　 香 里

教 育 課 主 査 鈴 木　　 栄

定 住 人 口 増 加

プ ロ ジ ェ ク ト ２

産 業 振 興 課 課 長 補 佐 山 岸　　 勝 建 設 課 課 長 補 佐 吉 野　 敏 洋

環 境 水 道 課 課 長 補 佐 米 本　 和 弘

昼 間 人 口 ・

交 流 人 口 増 加

プ ロ ジ ェ ク ト

教 育 課 課 長 補 佐 横 山　 一 男 産 業 振 興 課 課 長 補 佐 山 岸　　 勝

総 務 課 課 長 補 佐 古 茶　 義 明 教 育 課 主 査 鈴 木　　 栄

高 齢 化 対 策

プ ロ ジ ェ ク ト

健 康 福 祉 課 主 査 秋 山　 賢 次 税 務 住 民 課 係 長 君 塚　 恭 夫

生 涯 学 習 課 係 長 鈴 木　 武 彦 健 康 福 祉 課 主 任 主 事 関　　 智 子

財 政 推 計

プ ロ ジ ェ ク ト

総 務 課 課 長 補 佐 古 茶　 義 明 税 務 住 民 課 係 長 君 塚　 恭 夫

健 康 福 祉 課 主 査 秋 山　 賢 次 企 画 財 政 課 係 長 麻 生　 克 美

【平成27年度】
区　　分 所　　属 職　　名 氏　　名 所　　属 職　　名 氏　　名

定 住 人 口 増 加

プ ロ ジ ェ ク ト １

子 育 て 支 援 課 園 長 三 上　 君 子 子 育 て 支 援 課 課 長 補 佐 宮 原　 幸 男

教 育 課 課 長 補 佐 多 賀 由 紀 夫 健 康 福 祉 課 副 主 査 吉 田　 香 里

定 住 人 口 増 加

プ ロ ジ ェ ク ト ２

環 境 水 道 課 課 長 補 佐 三 上　 佳 也 産 業 振 興 課 主 査 秋 山　 賢 次

建 設 課 係 長 森　　 芳 博

昼間人口・交流人口

増 加 プ ロ ジ ェ ク ト

総 務 課 課 長 補 佐 古 茶　 義 明 教 育 課 課 長 補 佐 多 賀 由 紀 夫

産 業 振 興 課 主 査 秋 山　 賢 次

高 齢 化 対 策

プ ロ ジ ェ ク ト

健 康 福 祉 課 課 長 補 佐 和 泉　 陽 一 税 務 住 民 課 課 長 補 佐 君 塚　 恭 夫

生 涯 学 習 課 係 長 小 倉 光 太 郎 健 康 福 祉 課 主 任 主 事 関　　 智 子

財 政 推 計

プ ロ ジ ェ ク ト

総 務 課 課 長 補 佐 古 茶　 義 明 税 務 住 民 課 課 長 補 佐 君 塚　 恭 夫

産 業 振 興 課 主 査 秋 山　 賢 次 企 画 財 政 課 係 長 麻 生　 克 美
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6. 土地利用計画策定プロジェクトチーム委員名簿

職　　名 氏　　名

町 長 飯 島　 勝 美

副 町 長 鈴 木　 朋 美

総 務 課 長 加 曽 利 英 男

企 画 財 政 課 長 西 郡　 栄 一

税 務 住 民 課 長 市 原　 和 男

健 康 福 祉 課 長 永 嶋　 耕 一

建 設 課 長 末 吉　 昭 男

管 理 係 長 米 本　 敏 克

産 業 振 興 課 長 野 村　 一 夫

商 工 観 光 係 長
（ 課 長 補 佐 ）

山 岸　　 勝

農 政 係 長
（ 主 査 ）

秋 山　 賢 次

環 境 水 道 課 長 米 本　 和 弘
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7. 大多喜町第3次総合計画策定方針

1　策定の趣旨

本町の現基本構想は、「みんなでつくるよろこびのまち　大多喜町新世紀計画 ~ 城と緑とやさしさに彩ら

れた生命輝くよろこびのまち・大多喜」を目指す将来像として掲げ、実現するための指針となる長期計画の

6 つの基本目標に従い、第 1 次から第 3 次実施計画を策定し、町政の各分野における具体的な施策事業を

積極的に展開し、町政の発展と住民福祉の向上に努めてきたところである。

この間、人口減少、少子高齢化、環境・エネルギーへの意識の高まり、地方分権の一層の進展、地方産業、

経済の停滞による税収減や社会保障費の増加により地方財政に大きな影響を与えている。

こうした中、現行基本構想及び基本計画の終了年次である平成 27 年度を迎えるに当たりこの成果を

十分踏まえつつ、いつまでも町民が希望を持って幸せに暮らし、町が将来にわたり持続可能で活力ある

町の実現に向けて第 3 次総合計画を策定し、本町の行財政運営の新たな指針とする。

2　計画策定の目的

この方針は、持続可能なまちの実現に向け、計画行政推進の基礎となる「大多喜町第 3 次総合計画」の

策定に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

3　構成及び目標年次

総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」をもって構成する。

⑴ 基本構想

基本構想は、町の目指す「将来像」を明確にし、将来を展望し新たな時代のまちづくりを達成する

ための施策の大綱を明らかにし、基本計画の基礎となるべきものとする。計画期間は、2016 年度（平成

28 年度）から 2025 年度（平成 37 年度）までの 10 か年を目標年度とする。

⑵ 基本計画

基本計画は、基本構想に掲げた施策の大綱に基づき、各分野における施策・手段による実現化を図る

ため行財政を踏まえて総合的に検討し、主要課題の解決を図るための基本的施策を体系化する計画とし、

前期を 2016 年度（平成 28 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）、後期を 2021 年度（平成 33 年度）から

2025 年度（平成 37 年度）を目標年度とし、それぞれ 5 か年計画とする。

⑶ 実施計画

実施計画は、基本計画で定められた基本的施策に基づき、個別施策、事業の実施について年次ごとに

位置付けるもので、政策的予算編成の基礎となり具体的な事業施策を定める 5 か年計画とし、毎年度見直し

を行うローリング方式とする。
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4　策定方法

⑴ 庁内体制

総合計画策定に関し、「大多喜町第 3 次総合計画策定委員会及び第 3 次総合計画策定プロジェクトチーム」

を設置し、計画に関する専門事項の調査、策定作業の調整を行うとともに、必要に応じ専門部会を設置する。

⑵ 住民の参加

町民との協働によるまちづくりをより実効あるものにしていくとともに、広く町民の意見や提案を反映

させるため、町民意識調査の実施やまちづくり公聴会、パブリックコメントなど、計画策定への町民

参加に努めるものとする。

5　手続及び計画策定時期　

基本構想の案は平成 27 年 3 月、基本計画の案は同年 5 月を目途にそれぞれ作成し「大多喜町総合開発

審議会」の答申を得て町長が決定するものとする。さらに、基本構想は同年 10 月に、基本計画は平成

28 年 2 月にそれぞれ議会へ上程し、議会の議決を経て決定するものとし、平成 27 年度中に策定する。

6　広報活動

総合計画の概要等は、町ホームページ等により公表するものとする。

7　計画策定にあたって重視すべき点

現行の基本構想及び長期計画の基本的な考え方（施策大綱）、方針等を踏まえ、住民ニーズが多様化す

る一方、財政運営が厳しさを増す中で計画の推進力を高めるには、「協働」の取組に配慮した施策事業を

検討する。

8　計画策定作業にあたっての留意すべき事項

⑴ 時代の潮流に対応した計画づくり

社会、経済の変化に対応し、様々な行政課題に柔軟に対応しながら新たな時代に取り組むべき事業を

模索検討するとともに、依然として厳しい財政状況を勘案して事業選択に努めるものとする。

⑵ 実行性の高い計画づくり

計画とも十分な検討を行い、実行性に留意したものとする。

⑶ 大多喜らしい計画づくり

町の特性を生かし、創意工夫を凝らした大多喜らしい個性的なものとする。

⑷ 分かりやすい計画づくり

計画書の図表化、ビジュアル化等に配慮し、施策や事業の内容が町民に分かりやすく親しみやすいもの

とする。

9　その他

この方針に定めるもののほか、総合計画の策定に必要な事項は、別に定める。
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８. 策定体制

副町長、教育長、
各課長等 ( 所属長 )

職員の中から選出

企画財政課
（事務局）コンサルタント 各　課

議　会 総合開発審議会 住　民

町　長

策定委員会 専門部会

諮問・答申上程・議決 ・住民意識調査
・住民公聴会
・各種団体懇談会
・意見募集
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9. 答申書

平成 27 年 10 月 30 日

大多喜町長　飯 島 　 勝 美　様

大多喜町総合開発審議会

　会　長　　江 澤 　 勝 美

大多喜町第3次総合計画に係る基本構想（案）について（答申）

平成 27 年 4 月 3 日付大企企第 3 号で意見を求められた大多喜町第 3 次総合計画に係る基本構想（案）

について慎重に審議した結果、その内容は、おおむね適切なものと認めます。

なお、下記の事項については、十分配慮されることを要望します。

また、審議の過程で出された個別意見についても、別紙のとおり提出しますので、検討してくださるよう

併せて要望します。

記

1　序論　Ⅲ. 町の現状　4.特性④の文中、「中心都市」の表現について

2　序論　Ⅵ. まちづくりの基本的課題　1. 生活基盤に関する課題　⑵交通利便性の向上の文中、「優先的

に取り組むべき課題」の表現について

3　基本構想　Ⅴ. 基本目標・政策体系　基本目標 2　6 次産業化の用語等、町民が理解しにくい用語に、

説明や注釈を加えることについて

4　基本構想　Ⅴ. 基本目標・政策体系　基本目標 3に情報通信を加えることについて

5　基本構想　Ⅴ. 基本目標・政策体系　基本目標 6 に産科・小児科医療の確保を加えることについて
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平成 27 年 12 月 3 日　

大多喜町長　飯 島 　 勝 美　様

大多喜町総合開発審議会

　会　長　　江 澤 　 勝 美

大多喜町第3次総合計画に係る前期基本計画（案）について（答申）

平成 27 年 11 月 6 日付大企企第 136 号で意見を求められた大多喜町第 3 次総合計画に係る前期基本

計画（案）について慎重に審議した結果、その内容は、おおむね適切なものと認めます。

なお、下記の事項については、当協議会において修正すべきとする意見が採択されたので十分配慮される

ことを要望します。

また、別紙のとおり少数意見があったことを申し添えます。

記

1　基本目標 5 施策の内容　5-1-9　学校給食の充実

「なお、施設・設備の改修及び調理器具等の入替えについては、将来的に学校給食を業務委託する

ことも視野に入れ計画を作成します。」を削る。

2　基本目標 5 施策の内容　5-1-10　県立高校の魅力アップへの支援

「また、千葉県教育委員会の方針により県立高校の統廃合が行われる中、過疎化や少子化に伴

い生徒数の減少が見込まれ、統廃合の対象になる可能性があります。よって町内の高校を永年にわた

り存続させるため、高校、地域、関係機関等の連携を一層深めながら魅力ある学校づくりを推進します。」

を加える。
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10. 策定経緯

平成 26 年

５月23日
大多喜町第３次総合計画（基本構想・基本計画）策定支援業務委託プロポーザル審査
会

６月２日
大多喜町第３次総合計画（基本構想・基本計画）策定支援業務委託契約締結

［（株）ちばぎん総合研究所］

６月23日 町長インタビュー

７月31日

平成 26 年度第１回総合開発審議会
⑴ 会長及び副会長の選出について
⑵ 総合計画策定要領について
⑶ 総合計画策定スケジュールについて
⑷ 大多喜町まちづくりアンケート（案）について

８月～９月

住民アンケート調査
一般：配布 2,000 件・有効回答数 771 件
中学生：配布 252 件・有効回答数 242 件
高校生：配布 241 件・有効回答数 116 件

８月～９月
職員アンケート調査

配布 191 件・有効回答数 183 件

９月
～平成 27年４月

転出入者アンケート調査
転出者：有効回答数 32 件
転入者：有効回答数 32 件

10月
県内都市部及び首都圏住民アンケート調査

県内都市部住民：有効回答数 500 件
首都圏住民：有効回答数 500 件

10月15日
～ 10月24日

住民公聴会　出席者234 名
15 日 大多喜地区 51 名、16 日 西畑地区 53 名、17 日 上瀑地区 36 名、
23 日 老川地区 49 名、24 日 総元地区 45 名

10月15日
～ 11月５日

団体懇談会　出席者108 名
15 日 商業関係団体 12 名、16 日 観光団体９名、
17 日 農業団体９名、23 日 文化団体 27 名、
24 日 教育団体 12 名、31 日 子育て家庭７名、
11 月４日 老人クラブ 26 名、５日 国際交流団体６名

10月30日

第１回大多喜町第３次総合計画策定委員会
⑴ 大多喜町第３次総合計画方針について
⑵ 現総合計画に係る施策評価シート及びヒアリング日程について
⑶ 大多喜町第３次総合計画策定専門部会の設置について

10月31日

第１回大多喜町第３次総合計画策定委員会専門部会
⑴ 大多喜町第３次総合計画策定委員会設置要領について
⑵ 大多喜町第３次総合計画策定方針について
⑶ 現総合計画に係る施策評価シート及びヒアリング日程について

12 月２日
平成 26 年度第２回総合開発審議会

⑴ 基礎調査結果について
　⑵ 総合計画に関する意見等について
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平成 27 年

１月８日
第２回大多喜町第３次総合計画策定委員会

⑴ 第３次総合計画の構成及び策定スケジュールについて

１月８日
第２回大多喜町第３次総合計画策定委員会専門部会

⑴ 第３次総合計画の構成及び策定スケジュールについて

１月21日、23日
議員インタビュー

21 日 総務文教常任委員会６名
23 日 福祉経済常任委員会５名

１月23日
第３回大多喜町第３次総合計画策定委員会専門部会

⑴ 部会員の指名について
⑵ 部会長の指名について

２月13日
第３回大多喜町第３次総合計画策定委員会

⑴ 第３次総合計画（第１編序論、第２編基本構想）の内容及び構成について
⑵ 第１編序論及び第２編基本構想の内容の整理について

３月３日

第４回大多喜町第３次総合計画策定委員会専門部会
⑴ 各プロジェクトにおける検討結果について
⑵ 専門部会の今後の進め方及びスケジュールについて
⑶ その他

ア 庁内プロジェクトについて
（ア）地域公共交通活性化プロジェクト
（イ）土地利用計画策定プロジェクト

イ 序論・基本構想について

４月３日 大多喜町総合開発審議会に第３次総合計画基本構想（案）を諮問

４月７日

第１回土地利用計画策定プロジェクト会議
⑴ 土地利用計画策定プロジェクト設立の趣旨について
⑵ 新総合計画における土地利用について
⑶ 第３次総合計画における土地利用構想（案）について

４月22日

平成 27年度第１回総合開発審議会
⑴ 第３次総合計画に係る基本構想（案）について

ア 第１編 序論について
イ 第２編 基本構想について

６月９日

第４回大多喜町第３次総合計画策定委員会
⑴ 専門部会における重点プロジェクト検討結果について
⑵ 今後のスケジュールについて
⑶ 基本計画（案）について

６月９日
第２回土地利用計画策定プロジェクト会議

⑴ 土地利用構想（案）について
⑵ 基本計画における土地利用（案）について

６月18日
第３回土地利用計画策定プロジェクト会議

⑴ 土地利用構想（案）について
⑵ 基本計画における土地利用（案）について

９月29日
第５回大多喜町第３次総合計画策定員会専門部会

⑴ 第３次総合計画目標人口について
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９月30日
第５回大多喜町第３次総合計画策定委員会

⑴ 第３次総合計画目標人口について

10月４日 議会議員全員協議会において第３次総合計画基本構想（案）について説明

10月９日

平成 27年度第２回大多喜町総合開発審議会
⑴ 副会長の選出について
⑵ 第３次総合計画に係る基本構想（案）について

ア 目標人口について
イ 土地利用構想について

10月27日
平成 27年度第３回大多喜町総合開発審議会

⑴ 第３次総合計画基本構想に係る意見について
⑵ 第３次総合計画基本構想に係る答申案について

10月27日 大多喜町総合開発審議会より第３次総合計画基本構想（案）について答申

10月30日
課長会議

⑴ 第３次総合計画基本構想について

11月６日 第３次総合計画基本構想を議会で議決

11月６日 大多喜町総合開発審議会に第３次総合計画前期基本計画（案）を諮問

11月17日
平成 27年度第４回大多喜町総合開発審議会

⑴ 第３次総合計画に係る前期基本計画（案）について

11月19日 議会議員全員協議会において第３次総合計画前期基本計画（案）について説明

11月30日
平成 27年度第５回大多喜町総合開発審議会

⑴ 第３次総合計画前期基本計画に係る意見について
⑵ 第３次総合計画前期基本計画に係る答申案について

12 月３日 大多喜町総合開発審議会より第３次総合計画前期基本計画（案）について答申

12 月８日
～ 12 月18日

第３次総合計画前期基本計画（案）について意見公募

12 月25日

課長会議
⑴ パブリックコメントの結果について
⑵ 第３次総合計画前期基本計画の修正等について
⑶ 第３次総合計画実施計画記載事業記入シートの作成について

平成 28 年

１月15日 第３次総合計画前期基本計画を議会で議決

3月 第３次総合計画前期基本計画第１次実施計画策定
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